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規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

110010

オート
レース小
規模場外
車券発売
施設事業

小型自動
車競走法
施行規則
第１１条、
第１２条
場外車券
発売施設
の規模、
構造及び
設備並び
にこれら
の配置の
基準を定
めた件に
関する告
示

小型自動車競走法施行規則第１２条
では、施設の位置、規模、構造及び
設備について許可の基準を規定して
いる。

Ａ Ⅲ

地方公共団体が、オートレース場に隣接するな
どの地域における特性により、近接する文教・医
療施設に対して著しい支障を来すおそれがなく、
かつ、周辺環境と調和しているものと認めて、特
区計画に記載された事項及び告示で定める施
設が備えるべき事項に適合していることについ
て、当該地方公共団体が書面により確認した場
合には、小型自動車競走法施行規則第１２条に
規定する設置許可基準を満たしたものとみな
す。

1082010
伊勢崎
市

オート
レース
発売窓
口特区

勝車投票
券自動発
売機の庁
舎内設置
のための
施設設置
基準の緩
和

市役所周辺には小中学校及
び高等学校が立地している
が、事業施行権を有する市の
庁舎内に設置するものであ
り、他の公共施設と比較して
も管理体制が充実しているこ
と。また、庁舎別棟を利用する
ことで他の来庁者と区分する
等、外部と遮断された特定エ
リアであること。さらに、利用
者が滞留することなく短時間
で利用できるよう、自動発売
機のみ設置する簡易型の車
券売場であり、文教施設等、
周辺環境にも十分配慮し調和
を保つという場外車券発売施
設の設置基準の趣旨に合致
した運営形態であることから、
小型自動車競走法施行規則
第１２条第１項の⑴の規制緩
和による施設設置を提案する
ものである。

本庁舎新館１階に簡易型の車
券売場としてオートレース勝車
投票券の自動発売機を１台設
置し、競走場とオンラインを結
び発売を行う。開設時間は伊
勢崎オートレース開催日の午
前９時から午後５時（最終レー
ス発売終了時）までとし、情報
提供として出走表の配付を行
う。施設管理については、周
辺環境に十分配慮するととも
に、常駐警備員の巡回及び担
当従業員を配置により警備体
制等徹底した運営を図ってい
く。事業効果としては、オート
レース場まで行くことなく勝車
投票券を購入することができ
ることから利用者へのサービ
ス向上が図れるとともに、新た
なファン層の拡大及び売上額
の向上が期待できる。

110020

国家資格
の資格取
得に係る
要件の緩
和（初級
システム
アドミニス
トレータ）

情報処理
技術者試
験規則
（昭和４５
年７月１３
日通商産
業省令第
５９号）

情報処理技術者試験規則（昭和４５
年７月１３日通商産業省令第５９号）
別表において、初級システムアドミニ
ストレータ試験の試験科目は、
１　情報処理システムに関する基礎
知識
２　情報処理システムの活用に関す
る共通的知識
３　情報処理システムの活用に関す
る共通的能力
となっている。
これらのうち、１及び２が午前試験と
して実施されている。

（検討中）
早急に検討し、回
答されたい。

Ａ Ⅲ

　情報処理技術者試験では、平成６年度より旧第二種情報処
理技術者試験（現在の基本情報技術者試験に相当）におい
て、全国規模で本提案と同様の学科（講座）認定による午前試
験の免除が行われてきた。
　しかし、試験の客観性・公平性を確保するためには、最低限
の統一的なカリキュラムの採用を要請する必要があり、教育
の柔軟性が損なわれるおそれがあった。事実、教育現場から
も教育の硬直性等の問題が指摘されるようになった。
　また、厳しい審査基準にもかかわらず、午前免除者の午後
試験合格率・平均点は期待を大きく下回るものであり、統一カ
リキュラム方式の限界も指摘された。
　以上から、平成１１年６月の産構審中間報告を受けて、平成
１２年２月をもって本制度は廃止された。
　このような経緯に鑑みれば、本提案を受け入れるにあたって
は、一旦廃止した認定方式をそのまま用いることは困難である
ことから、統一カリキュラムの内容に関する最低基準、実施機
関の審査基準などについて所用の改善を行い、それらの適正
性を確保することを条件に特区として対応する。

1095020 文京区

最先端
の生涯
学習を
実現す
る文京
区まる
ごと
キャン
パス特
区

最先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

国家資格の資格取得に係る
要件の緩和
②初級システムアドミニスト
レータ　　　　　　　　　　　　　文
京アカデミーまたは区内大学
等で実施する情報技術関連
の講座を特定単位履修するこ
とにより、午前試験を免除す
る。

文京区では、（仮称）文京アカ
デミーを設置し、今回提案す
る、１4の国家資格取得に係る
要件の緩和を行うことにより、
行政が一定の関与をしなが
ら、大学、企業、民間カル
チャー等の機関がそれぞれに
機能し、共存する新たな学習
モデルを構築する。

110030

国家資格
の資格取
得に係る
要件の緩
和（基本
情報技術
者）

情報処理
技術者試
験規則
（昭和４５
年７月１３
日通商産
業省令第
５９号）

情報処理技術者試験規則（昭和４５
年７月１３日通商産業省令第５９号）
別表において、基本情報技術者試験
の試験科目は、
１　情報処理システムに関する基礎
知識
２　情報処理システムの開発に関す
る共通的知識
３　情報処理システムの開発に関す
る共通的能力
となっている。
これらのうち、１及び２が午前試験と
して実施されている。

（検討中）
早急に検討し、回
答されたい。

Ａ Ⅲ

　情報処理技術者試験では、平成６年度より旧第二種情報処
理技術者試験（現在の基本情報技術者試験に相当）におい
て、全国規模で本提案と同様の学科（講座）認定による午前試
験の免除が行われてきた。
　しかし、試験の客観性・公平性を確保するためには、最低限
の統一的なカリキュラムの採用を要請する必要があり、教育
の柔軟性が損なわれるおそれがあった。事実、教育現場から
も教育の硬直性等の問題が指摘されるようになった。
　また、厳しい審査基準にもかかわらず、午前免除者の午後
試験合格率・平均点は期待を大きく下回るものであり、統一カ
リキュラム方式の限界も指摘された。
　以上から、平成１１年６月の産構審中間報告を受けて、平成
１２年２月をもって本制度は廃止された。
　このような経緯に鑑みれば、本提案を受け入れるにあたって
は、一旦廃止した認定方式をそのまま用いることは困難である
ことから、統一カリキュラムの内容に関する最低基準、実施機
関の審査基準などについて所用の改善を行い、それらの適正
性を確保することを条件に特区として対応する。

1095030 文京区

最先端
の生涯
学習を
実現す
る文京
区まる
ごと
キャン
パス特
区

最先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

国家資格の資格取得に係る
要件の緩和
③基本情報技術者
文京アカデミーまたは区内大
学等で実施する情報技術関
連の講座を特定単位履修す
ることにより、午前試験を免除
する。

文京区では、（仮称）文京アカ
デミーを設置し、今回提案す
る、１4の国家資格取得に係る
要件の緩和を行うことにより、
行政が一定の関与をしなが
ら、大学、企業、民間カル
チャー等の機関がそれぞれに
機能し、共存する新たな学習
モデルを構築する。

110040

深夜営業
に対する
市による
規制の可
能化

大規模小
売店舗立
地法第１
３条

大規模小売店舗立地法は第１３条
で、「地方公共団体は、小売業を行う
ための店舗の立地に関し、その周辺
の地域の生活環境を保持するために
必要な施策を講じる場合において
は、地域的な需給状況を勘案するこ
となく、法律の趣旨を尊重して行うも
のとする。」と規定している。

Ｄ－１

大規模小売店舗立地法との関係においては、地
方自治体が全く別の観点から、例えば、風紀の
乱れや治安の悪化の観点から大規模小売店に
限らず各種施設に対して、横断的に深夜営業の
規制を行うことは、大規模小売店舗立地法１３条
に抵触しないものと考えられる。
なお、地方自治体が、例えば、過当競争の解消
を目的とする条例を制定することは、大規模小
売店舗立地法１３条のいう「地域的な需給状況
を勘案する」ことにあたり違反となる可能性があ
る。

1183010 草加市

安全で
活力あ
るまち
づくり
特区
（スー
パー
マー
ケット・
コンビ
ニ等の
深夜営
業を規
制す
る)

深夜営業
の是非を
市が条例
で判断す
る

草加市内の飲食店・スーパー
マーケット等の深夜営業につ
いて、草加市が是非を判断で
きるようにしたい。

　草加市内の飲食店・スー
パーマーケット等の深夜営業
について、地域の実情に合わ
せ、快適な生活が送れるよう、
深夜営業については地域の
意見が集約される草加市が是
非の判断を行えるようにした
い。
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110050

再開発ビ
ルにおけ
る変更届
出主体の
柔軟化

大規模小
売店舗立
地法付則
５条

大規模小売店舗立地法において、変
更（閉店時刻の延長）の届出は大規
模小売店舗を設置する者（以下、設
置者という。）が行うことになってい
る。
設置者とは届出の対象となる建築物
の所有者のことをいい、届出の対象
となる建築物の所有者が複数いる場
合は、その建築物の所有者全員が設
置者として変更の届出を行うことに
なっている。
届出の際、法人の場合は登記簿の謄
本を、個人の場合は住民票の写し
（住民基本台帳ネットワークが利用で
きない場合に限る）を本人確認のた
め都道府県及び政令指定都市の求
めに応じ提出することになっている。

Ｄ－１

区分所有法上の管理者に対して、閉店時刻の
延長の届出を行うことが出来る権限が区分所有
法上正当な手続きを経て与えられている場合
は、管理者は閉店時刻の延長の届出を行うこと
ができる。
なお、届出の際、管理者が正当な権限を付与さ
れて届出を行っていることを示す資料（例えば、
区分所有法に基づく規約や集会決議議事録等）
の提出が必要と考えられる。

3083010
アコス
株式会
社

再開発
ビルに
おける
「設置
者」を
「施行
者」又
は「管
理者」
と解す
る

再開発ビ
ルにおけ
る「設置
者」を「施
行者」又
は「管理
者」と解
する

市街地再開発事業によって建
設された再開発商業ビルにお
いては、大規模小売店舗立地
法における「設置者」を「再開
発事業の施行者」又は「再開
発商業ビルの管理者」と解す
る

草加駅前再開発ビル（アコス
ビル）の大規模小売店舗立地
法における「設置者」を「再開
発事業の施行者」である「草加
市」又は「再開発商業ビルの
管理者」である「アコス株式会
社」と解することで、同法の変
更届（閉店時間の延長）の提
出に伴う不合理な障害をなく
し、中心市街地での生き残り
と活性化に腐心する草加駅前
再開発ビルを周辺大型店との
競争に参入させる。

110060

商品ファ
ンド法上
の商品投
資販売業
者の許可
要件の緩
和

商品投資
販売業者
の許可及
び監督に
関する命
令第４条
第６の２
号

商品投資販売業の許可申請書類の
添付資料として、「商品投資販売業務
を担当する者で商品販売業務又はこ
れに準ずる業務に３年以上従事した
者の業務経歴書」があり、そのことが
商品投資販売業を遂行するに足りる
十分な知識及び経験を有する者を有
するか否かの判断基準となっている。

Ｃ Ⅲ

映画等の製作に係る資金調達の円滑化を図る
観点から、許可要件の緩和等について、法目的
である投資者保護の趣旨を十分踏まえつつ全
国的対応をするべく、関係省庁と検討し結論を
得る。

３年以上の業務経
験を有する者が必
要との許可要件が
検討の対象となっ
ているのか明らか
にされたい。
また、平成１６年度
末までに措置でき
ないか検討された
い。

B Ⅲ

映画等の製作に係る資金調達の円滑化を図る観点から、全国
的対応として、指定物品に係る商品投資に関する商品投資販
売業に限り、許可要件のうち「３年以上の業務経験」を緩和す
る方向で、平成１５年度末までに措置する。

貴省の回答では、
「許可要件のうち
「３年以上の業務
経験」を緩和する
方向で」とあるが、
具体的にどの程度
緩和するものであ
るか明示された
い。

B Ⅲ １５年度末までに具体的に明示する。 1120020 横浜市

文化芸
術創造
交流特
区

映画に関
する資金
調達を行
うため、
商品ファ
ンド法上
の許可要
件（３年
以上の業
務経験を
有する
者）の緩
和

商品投資販売業を遂行するに
足りる知識、経験を有するも
のとして、商品投資販売業務
又はこれに準ずる業務に３年
以上従事した経験を求めてい
るが、この基準を緩和する。

映画制作会社等が映画の商
品投資販売業者となることで、
映画の資金調達が多様化す
るため、映画制作会社等の新
規立地が期待できる。

110060

商品ファ
ンド法上
の商品投
資販売業
者の許可
要件の緩
和

商品投資
販売業者
の許可及
び監督に
関する命
令第４条
第６の２
号

商品投資販売業の許可申請書類の
添付資料として、「商品投資販売業務
を担当する者で商品販売業務又はこ
れに準ずる業務に３年以上従事した
者の業務経歴書」があり、そのことが
商品投資販売業を遂行するに足りる
十分な知識及び経験を有する者を有
するか否かの判断基準となっている。

Ｃ Ⅲ

映画等の製作に係る資金調達の円滑化を図る
観点から、許可要件の緩和等について、法目的
である投資者保護の趣旨を十分踏まえつつ全
国的対応をするべく、関係省庁と検討し結論を
得る。

３年以上の業務経
験を有する者が必
要との許可要件が
検討の対象となっ
ているのか明らか
にされたい。
また、平成１６年度
末までに措置でき
ないか検討された
い。

B Ⅲ

映画等の製作に係る資金調達の円滑化を図る観点から、全国
的対応として、指定物品に係る商品投資に関する商品投資販
売業に限り、許可要件のうち「３年以上の業務経験」を緩和す
る方向で、平成１５年度末までに措置する。

貴省の回答では、
「許可要件のうち
「３年以上の業務
経験」を緩和する
方向で」とあるが、
具体的にどの程度
緩和するものであ
るか明示された
い。

Ｂ Ⅲ １５年度末までに具体的に明示する。 5145013 東京都

商品ファ
ンド法上
の商品投
資販売業
者の許可
要件の緩
和

映画・コンテンツ制作等に関す
る資金調達をより一層容易な
ものにするため、商品ファンド
法上の商品投資販売業者の
許可要件（３年以上の業務経
験を有する者の配置等）を撤
廃すること。

110070

商品ファ
ンド法上
の投資対
象の拡大

商品投資
に係る事
業の規制
に関する
法律施行
令第２条

商品ファンド法の規制対象となる投資
対象物品が政令２条において列挙さ
れている。（特定商品、競走用馬、映
画、絵画、鉱業権）

Ｄ－１

商品ファンド法は、投資者保護を図る観点から、
価格の変動が激しい物品又はその使用により得
られる収益の予測が困難な物品について、その
規制対象としているが、現在、要望にあるゲー
ム等はその規制対象外である。商品ファンド法
の規制対象外である商品については、商法の匿
名組合契約等により、ファンドの組成が可能であ
り、要望内容はそれらを活用することにより実現
することが可能である。

1120040 横浜市

文化芸
術創造
交流特
区

CG、アニ
メーショ
ン、ゲー
ムを商品
ファンド法
上の投資
対象とす
る。

商品ファンド法上の投資対象
（指定物品）として、CG、アニ
メーション、ゲームを加える。

特区内にCG、アニメーション、
ゲーム制作会社等の誘致・振
興を図る

110080

中心市街
地におけ
る市街地
整備改善
及び商業
等の活性
化法の緩
和措置

中心市街
地におけ
る市街地
の整備改
善及び商
業等の活
性化の一
体的推進
に関する
法律

第２条において、この法律の措置は、都市の中
心の市街地であって、次に掲げる要件に該当
するものについて講じられるものとされている。
一　当該市街地に、相当数の小売業者が集積
し、及び都市機能が相当程度集積しており、そ
の存在している市町村の中心としての役割を果
たしている市街地であること。
二　当該市街地の土地利用及び商業活動の状
況等から見て、機能的な都市活動の確保又は
経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるお
それがあると認められる市街地であること。
三　当該市街において市街地の整備改善及び
商業等の活性化を一体的に推進することが、
当該市街地の存在する市町村及びその周辺の
地域の発展にとって有効かつ適切であると認め
られること。
また、第６条第１項において、市町村は、基本
方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市
街地について、市街地の整備改善及び商業等
の活性化の一体的推進に関する基本的な計画
（基本計画）を作成することができることとされて
いる。
なお、市町村が基本計画で定めた特定中心市
街地においては、第３条により、国及び地方公
共団体は、民間事業者の能力の活用を図るよ
う配慮し、必要な施策を総合的かつ相互連携を
図りつつ講ずるよう努めなければならないこと
になっている。

Ｃ

　中心市街地法は、市町村が作成した基本計画
に基づき、同計画に位置づけられた事業に対
し、財政措置などの様々な支援措置を講じる趣
旨の法である。
　したがって、同法の適用範囲の拡大を求める
本提案は、新たな税財政上の優遇措置を求める
ものであり、特区として対応することは不可能で
ある。

3020030

社会福
祉法人
鞍手
会、
ケィ・
ティ・エ
ンター
プライ
ズ株式
会社、
有限会
社 かじ
と、個
人

社会福
祉施設
に特化
した住
みたく
なる町
づくり
特区構
想

中心市街
地におけ
る市街地
整備改善
及び商業
等の活性
化法の緩
和措置

これらの制度は市町村がイニ
シアチブを取る法律規制がか
けてある。
鞍手町の基本計画は民間活
力を利用して充実するもので
はなく、全て税負担100%のも
のが中心である。
・中心市街地における法律の
範囲が、さびれた中心市街地
を活性化させるという主旨で
ある。これを今後活性化させ
ようとする地域に中心的に投
資する事が出来る様に法律の
解釈の規制を緩和して欲しい

福祉複合施設内に利便性の
高いコンビエンスストア・レスト
ラン・酒場・バリアーフリー住
宅・家畜ペット園等の誘致に
関するインフラ整備などに関し
て実施する。
炭鉱跡地（公害）の土地整備
を正常化させる。
　例：杭打ち土木事業を完備さ
せる。下水道を完備する。

ストレス社会の息抜きが出来
るレジャー施設が進出しやすく
なる。
　払い下げた土地は代替え地
として利用して計画を実現さ
せる
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 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) その他

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再検

討要請

提案主体からの意見

提案
主体
意見
その
他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

114010

電子政府
に係る希
少野生動
植物種の
輸入に係
る各種手
続の民間
委託の可
能化

絶滅のお
それのあ
る野生動
植物の種
の保存に
関する法
律第19条
第１項

法第１９条第１項第２号に基づき、経
済産業大臣は特定国内希少野生動
植物種以外の希少野生動植物種の
個体等で輸入されたものの譲受けを
した者及び、同項第３号に基づき、経
済産業大臣は特定国内希少野生動
植物種以外の希少野生動植物種の
個体等を輸入した者に対し、本法の
施行に必要な限度において、当該種
の個体等の取扱いの状況その他必
要な事項について報告を求め、又は
その職員に、当該種の個体の捕獲等
若しくは個体等の譲渡し等、輸入若し
くは陳列に係る施設に立ち入り、当該
種の個体等、飼育栽培施設、書類そ
の他の物件を検査させ、若しくは関係
者に質問させることができる。

Ｅ
本件の立入検査等の権限は経済産業大臣の権
限であり、関東経済産業局長に権限委任されて
いるものではない。

管理コード114020
では、特区で対応
可能との回答であ
るが、経済産業大
臣に権限がある場
合は、特例を設け
ることができないと
の趣旨なのか回答
されたい。

Ｅ

立入検査等の行政職員が行うことが通例である事務を民間に委託するこ
とが可能か否かは、経済産業大臣が権限を有する事務か、経済産業局
長へ委譲されている事務かにより判断を行うものではなく、当該事務を行
うにあたり必要となる高度な専門知識を用いた違法性に関する法解釈と
行政的な経験及び専門性を必要とするか否か等の要素を各々の事務の
個別の事情を照らし合わせ判断するものである。
この観点から、本件について検討すると、今回の規制緩和要望の対象と
なっている管理コード114020（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律に基づく特定国際種事業に係る各種手続き）に記載の立
入検査は、種の保存法第33条の５において準用する第33条第１項に規
定する立入検査は、象牙（ゾウ）、べっ甲（タイマイ）の２種のみを取り扱
い、対象事業者の帳簿や在庫を主に検査するもので、民間委託が可能
である。
他方、法第19条第１項に規定する立入検査等については、立入対象者
が多岐にわたり（ペットショップ、動物園、個人）、それぞれに対する知識
が必要なこと、立入検査にあたり規制対象種を識別する能力が必要であ
ること、違法性の判断に関する能力が必要となり、高度な専門知識が必
要になる。
加えて、法第19条第１項に規定する立入検査等は、法第50条に基づく措
置命令の対象とされており、検査にあたる職員は現場で違法性、適正な
命令について判断しなければならず、行政的な経験及び専門性が必要と
なり、同法施行令第６条においても、「自然環境保全又は動植物の繁殖
に関する行政経験、専門性を必要とする」という要件を定めている。
以上のことから、法第19条第１項に係る事務については経済産業大臣の
権限と規定し、経済産業局長に委任をしておらず、同様の理由から民間
委託とすることは困難である。
２項、３項に関しても同様。

3005011

社団法
人日本
テレ
ワーク
協会
（マイク
ロビジ
ネス協
議会）

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(希少野
生動植物
種の輸入
に係る報
告徴収及
び立入検
査の民間
委託)

関東経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、関東経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

関東経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、絶滅のおそれのある野生
動植物の種の保存に関する法律第
１９条第１項に基づく報告徴収及び
立入検査、第３３条の５で準用する
第３３条第１項に基づく報告徴収及
び立入検査等の各種手続）につい
て、アウトソーシングを適切かつ実
効的に推進するため、①受託関係
者の守秘義務、②個人情報保護義
務、③中立性確保義務、④贈収賄
罪についてのみなし公務員規定、
⑤強制権限に基づく業務監督規定
等の委託環境を整備する一方、こ
れらの業務について法律が「職員」
にしか事務処理を認めていない規
定を緩和するとともに、行政が数値
目標を明示した民間委託計画の作
成を義務づけ、その全部又は一部
を民間委託することを促進する特
区とする。

114010

電子政府
に係る希
少野生動
植物種の
輸入に係
る各種手
続の民間
委託の可
能化

絶滅のお
それのあ
る野生動
植物の種
の保存に
関する法
律第19条
第１項

法第１９条第１項第２号に基づき、経
済産業大臣は特定国内希少野生動
植物種以外の希少野生動植物種の
個体等で輸入されたものの譲受けを
した者及び、同項第３号に基づき、経
済産業大臣は特定国内希少野生動
植物種以外の希少野生動植物種の
個体等を輸入した者に対し、本法の
施行に必要な限度において、当該種
の個体等の取扱いの状況その他必
要な事項について報告を求め、又は
その職員に、当該種の個体の捕獲等
若しくは個体等の譲渡し等、輸入若し
くは陳列に係る施設に立ち入り、当該
種の個体等、飼育栽培施設、書類そ
の他の物件を検査させ、若しくは関係
者に質問させることができる。

Ｅ
本件の立入検査等の権限は経済産業大臣の権
限であり、近畿経済産業局長に権限委任されて
いるものではない。

管理コード114020
では、特区で対応
可能との回答であ
るが、経済産業大
臣に権限がある場
合は、特例を設け
ることができないと
の趣旨なのか回答
されたい。

Ｅ

立入検査等の行政職員が行うことが通例である事務を民間に委託するこ
とが可能か否かは、経済産業大臣が権限を有する事務か、経済産業局
長へ委譲されている事務かにより判断を行うものではなく、当該事務を行
うにあたり必要となる高度な専門知識を用いた違法性に関する法解釈と
行政的な経験及び専門性を必要とするか否か等の要素を各々の事務の
個別の事情を照らし合わせ判断するものである。
この観点から、本件について検討すると、今回の規制緩和要望の対象と
なっている管理コード114020（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律に基づく特定国際種事業に係る各種手続き）に記載の立
入検査は、種の保存法第33条の５において準用する第33条第１項に規
定する立入検査は、象牙（ゾウ）、べっ甲（タイマイ）の２種のみを取り扱
い、対象事業者の帳簿や在庫を主に検査するもので、民間委託が可能
である。
他方、法第19条第１項に規定する立入検査等については、立入対象者
が多岐にわたり（ペットショップ、動物園、個人）、それぞれに対する知識
が必要なこと、立入検査にあたり規制対象種を識別する能力が必要であ
ること、違法性の判断に関する能力が必要となり、高度な専門知識が必
要になる。
加えて、法第19条第１項に規定する立入検査等は、法第50条に基づく措
置命令の対象とされており、検査にあたる職員は現場で違法性、適正な
命令について判断しなければならず、行政的な経験及び専門性が必要と
なり、同法施行令第６条においても、「自然環境保全又は動植物の繁殖
に関する行政経験、専門性を必要とする」という要件を定めている。
以上のことから、法第19条第１項に係る事務については経済産業大臣の
権限と規定し、経済産業局長に委任をしておらず、同様の理由から民間
委託とすることは困難である。
２項、３項に関しても同様。

3055011

特定非
営利活
動法人
マルチ
メディ
ア・エ
デュケ
イショ
ナル・
フォー
ラム

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(希少野
生動植物
種の輸入
に係る報
告徴収及
び立入検
査の民間
委託)

近畿経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、近畿経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

近畿経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、絶滅のおそれのある野生
動植物の種の保存に関する法律第
１９条第１項に基づく報告徴収及び
立入検査、第３３条の５で準用する
第３３条第１項に基づく報告徴収及
び立入検査等の各種手続）につい
て、アウトソーシングを適切かつ実
効的に推進するため、①受託関係
者の守秘義務、②個人情報保護義
務、③中立性確保義務、④贈収賄
罪についてのみなし公務員規定、
⑤強制権限に基づく業務監督規定
等の委託環境を整備する一方、こ
れらの業務について法律が「職員」
にしか事務処理を認めていない規
定を緩和するとともに、行政が数値
目標を明示した民間委託計画の作
成を義務づけ、その全部又は一部
を民間委託することを促進する特
区とする。

114020

電子政府
に係る特
定国際種
事業に係
る各種手
続の民間
委託の可
能化

絶滅のお
それのあ
る野生動
植物の種
の保存に
関する法
律第３３
条第１項

届出をした特定国際種事業を行う者
に対し、その特定国際種事業に関し
報告を求め、又はその施設に立ち入
り、書類その他の物件を検査させ、若
しくは関係者に質問させることができ
る。

報告
徴収：
Ｄ－１

立入
検査：
Ａ

Ⅰ

Ｄ－１　予算の範囲内において報告徴収に係る
事務の一部について、民間企業又はその従業
者に委託をすることは現行制度上可能。
Ａ　また、立入検査については、下記の要件を整
備した上で、予算の範囲内において立入検査に
係る事務の一部について民間団体への委託を
認める特例を設ける。
　数値目標については、その数値目標が高けれ
ば高いほど、新たな財源措置を伴う可能性が高
いため、今回特区において講じる特例措置の対
象としない。
・委託事務を受ける要件　　１．信用失墜行為の
禁止、２．守秘義務、３．個人情報の保護、４．強
制的監督権

3005012

社団法
人日本
テレ
ワーク
協会
（マイク
ロビジ
ネス協
議会）

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(特定国
際種事業
に係る報
告徴収及
び立入検
査の民間
委託)

関東経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、関東経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

関東経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、絶滅のおそれのある野生
動植物の種の保存に関する法律第
１９条第１項に基づく報告徴収及び
立入検査、第３３条の５で準用する
第３３条第１項に基づく報告徴収及
び立入検査等の各種手続）につい
て、アウトソーシングを適切かつ実
効的に推進するため、①受託関係
者の守秘義務、②個人情報保護義
務、③中立性確保義務、④贈収賄
罪についてのみなし公務員規定、
⑤強制権限に基づく業務監督規定
等の委託環境を整備する一方、こ
れらの業務について法律が「職員」
にしか事務処理を認めていない規
定を緩和するとともに、行政が数値
目標を明示した民間委託計画の作
成を義務づけ、その全部又は一部
を民間委託することを促進する特
区とする。

114020

電子政府
に係る特
定国際種
事業に係
る各種手
続の民間
委託の可
能化

絶滅のお
それのあ
る野生動
植物の種
の保存に
関する法
律第３３
条第１項

届出をした特定国際種事業を行う者
に対し、その特定国際種事業に関し
報告を求め、又はその施設に立ち入
り、書類その他の物件を検査させ、若
しくは関係者に質問させることができ
る。

報告
徴収：
Ｄ－１

立入
検査：
Ａ

Ⅰ

Ｄ－１　予算の範囲内において報告徴収に係る
事務の一部について、民間企業又はその従業
者に委託をすることは現行制度上可能。
Ａ　また、立入検査については、下記の要件を整
備した上で、予算の範囲内において立入検査に
係る事務の一部について民間団体への委託を
認める特例を設ける。
　数値目標については、その数値目標が高けれ
ば高いほど、新たな財源措置を伴う可能性が高
いため、今回特区において講じる特例措置の対
象としない。
・委託事務を受ける要件　　１．信用失墜行為の
禁止、２．守秘義務、３．個人情報の保護、４．強
制的監督権

3055012

特定非
営利活
動法人
マルチ
メディ
ア・エ
デュケ
イショ
ナル・
フォー
ラム

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(特定国
際種事業
に係る報
告徴収及
び立入検
査の民間
委託)

近畿経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、近畿経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

近畿経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、絶滅のおそれのある野生
動植物の種の保存に関する法律第
１９条第１項に基づく報告徴収及び
立入検査、第３３条の５で準用する
第３３条第１項に基づく報告徴収及
び立入検査等の各種手続）につい
て、アウトソーシングを適切かつ実
効的に推進するため、①受託関係
者の守秘義務、②個人情報保護義
務、③中立性確保義務、④贈収賄
罪についてのみなし公務員規定、
⑤強制権限に基づく業務監督規定
等の委託環境を整備する一方、こ
れらの業務について法律が「職員」
にしか事務処理を認めていない規
定を緩和するとともに、行政が数値
目標を明示した民間委託計画の作
成を義務づけ、その全部又は一部
を民間委託することを促進する特
区とする。
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 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) その他

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再検

討要請

提案主体からの意見

提案
主体
意見
その
他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

114030

電子政府
に係る下
請代金法
関係手続
の民間委
託の可能
化

下請代金
支払遅延
等防止法
第９条第
２項

下請代金支払遅延等防止法第９条
第２項において、「中小企業庁長官
は、下請事業者の利益を保護するた
め特に必要があると認めるときは、親
事業者若しくは下請事業者に対しそ
の取引に関する報告をさせ、又はそ
の職員に親事業者若しくは下請事業
者の事務所若しくは事業所に立ち入
り、帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる」としている。このう
ち、検査に係る事務処理の一部を経
済産業局長に委任している。

立入
検査
Ｃ

報告
聴取
Ｄ－１

Ⅰ

Ｃ　下請代金支払遅延等防止法に基づく立入検
査は、私人間の取引に介入し、法違反の疑いの
ある事業者に対して下請取引に関する帳簿類を
検査し、必要に応じ申告者からの情報や企業担
当者からの供述を手がかりにして、ともすれば
秘匿しようとする事業者の違反行為を明らかに
し指摘するものであり、立入検査という行為その
ものが法解釈に直接結びつくこととなるなど、中
立的な立場にあり経験・知見を有する行政官が
公権力を行使することによって規制法としての実
効性・効率性が保たれる業務である。したがっ
て、当該業務の民間委託は不適当であると考え
られる。

Ｄ－１　下請代金支払遅延等防止法第９条第２
項に基づく報告徴収に係る事務処理を経済産業
省職員以外の者が行うことは、現行の規定によ
り対応可能。

管理コード114020
では、ほぼ同様の
内容について特区
で対応可能との回
答が出ている。比
較検討の上、当該
提案についても特
区で対応できない
か検討の上、回答
されたい。

立入検
査　Ｃ

報告聴
取　Ｄ
－１

Ⅰ

　今回の規制緩和要望の対象となっている管理コード114020
（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に
基づく特定国際種事業に係る各種手続き）に記載の立入検査
は、対象が経済産業大臣に届出をした事業者に限られ、その
内容も届出を行った特定国際種事業に関する比較的定型的
なものとなっている。
他方、下請代金支払遅延等防止法に基づく立入検査は、下請
取引を行っている全ての親事業者とその取引相手である下請
事業者が対象となり、対象事業者間の多種多様な下請取引全
般について、帳簿書類を細かく検査することによって取引実態
を把握した上で、その場で法解釈を当てはめ、違反行為の有
無を確認することが求められている。すなわち、立入検査の実
施は多様な企業間取引に深く介入し、法解釈及びそれに基づ
く判断が必要な業務となっている。
以上比較検討の結果、下請代金支払遅延等防止法に基づく
立入検査は、管理コード114020の検査と同様な内容とはいえ
ず、中立的な立場にあり現場で的確な法解釈と高度な行政判
断を行いうる行政官が検査業務を行うことが適切であると考え
られるため、当初の検討結果どおり、特区での対応は不可能
とする。

3005020

社団法
人日本
テレ
ワーク
協会
（マイク
ロビジ
ネス協
議会）

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(電子政
府に係る
下請代金
法関係手
続の民間
委託)

関東経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、関東経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

関東経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、下請代金支払遅延防止法
第９条第２項に基づく報告徴収及び
立入検査等の各種手続）につい
て、アウトソーシングを適切かつ実
効的に推進するため、①受託関係
者の守秘義務、②個人情報保護義
務、③中立性確保義務、④贈収賄
罪についてのみなし公務員規定、
⑤強制権限に基づく業務監督規定
等の委託環境を整備する一方、こ
れらの業務について法律が「職員」
にしか事務処理を認めていない規
定を緩和するとともに、行政が数値
目標を明示した民間委託計画の作
成を義務づけ、その全部又は一部
を民間委託することを促進する特
区とする。

114030

電子政府
に係る下
請代金法
関係手続
の民間委
託の可能
化

下請代金
支払遅延
等防止法
第９条第
２項

下請代金支払遅延等防止法第９条
第３項において、「中小企業庁長官
は、下請事業者の利益を保護するた
め特に必要があると認めるときは、親
事業者若しくは下請事業者に対しそ
の取引に関する報告をさせ、又はそ
の職員に親事業者若しくは下請事業
者の事務所若しくは事業所に立ち入
り、帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる」としている。このう
ち、検査に係る事務処理の一部を経
済産業局長に委任している。

立入
検査
Ｃ

報告
聴取
Ｄ－１

Ⅰ

Ｃ　下請代金支払遅延等防止法に基づく立入検
査は、私人間の取引に介入し、法違反の疑いの
ある事業者に対して下請取引に関する帳簿類を
検査し、必要に応じ申告者からの情報や企業担
当者からの供述を手がかりにして、ともすれば
秘匿しようとする事業者の違反行為を明らかに
し指摘するものであり、立入検査という行為その
ものが法解釈に直接結びつくこととなるなど、中
立的な立場にあり経験・知見を有する行政官が
公権力を行使することによって規制法としての実
効性・効率性が保たれる業務である。したがっ
て、当該業務の民間委託は不適当であると考え
られる。

Ｄ－１　下請代金支払遅延等防止法第９条第２
項に基づく報告徴収に係る事務処理を経済産業
省職員以外の者が行うことは、現行の規定によ
り対応可能。

管理コード114020
では、ほぼ同様の
内容について特区
で対応可能との回
答が出ている。比
較検討の上、当該
提案についても特
区で対応できない
か検討の上、回答
されたい。

立入検
査　Ｃ

報告聴
取　Ｄ
－１

Ⅰ

　今回の規制緩和要望の対象となっている管理コード114020
（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に
基づく特定国際種事業に係る各種手続き）に記載の立入検査
は、対象が経済産業大臣に届出をした事業者に限られ、その
内容も届出を行った特定国際種事業に関する比較的定型的
なものとなっている。
他方、下請代金支払遅延等防止法に基づく立入検査は、下請
取引を行っている全ての親事業者とその取引相手である下請
事業者が対象となり、対象事業者間の多種多様な下請取引全
般について、帳簿書類を細かく検査することによって取引実態
を把握した上で、その場で法解釈を当てはめ、違反行為の有
無を確認することが求められている。すなわち、立入検査の実
施は多様な企業間取引に深く介入し、法解釈及びそれに基づ
く判断が必要な業務となっている。
以上比較検討の結果、下請代金支払遅延等防止法に基づく
立入検査は、管理コード114020の検査と同様な内容とはいえ
ず、中立的な立場にあり現場で的確な法解釈と高度な行政判
断を行いうる行政官が検査業務を行うことが適切であると考え
られるため、当初の検討結果どおり、特区での対応は不可能
とする。

3055020

特定非
営利活
動法人
マルチ
メディ
ア・エ
デュケ
イショ
ナル・
フォー
ラム

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(電子政
府に係る
下請代金
法関係手
続の民間
委託)

近畿経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、近畿経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

近畿経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、下請代金支払遅延防止法
第９条第２項に基づく報告徴収及び
立入検査等の各種手続）につい
て、アウトソーシングを適切かつ実
効的に推進するため、①受託関係
者の守秘義務、②個人情報保護義
務、③中立性確保義務、④贈収賄
罪についてのみなし公務員規定、
⑤強制権限に基づく業務監督規定
等の委託環境を整備する一方、こ
れらの業務について法律が「職員」
にしか事務処理を認めていない規
定を緩和するとともに、行政が数値
目標を明示した民間委託計画の作
成を義務づけ、その全部又は一部
を民間委託することを促進する特
区とする。

114040

電子政府
に係る揮
発油品確
保法関係
手続の民
間委託の
可能化

揮発油等
の品質の
確保等に
関する法
律（以下
「品確法」
という。）
第２０条
第１項、
第２項、
第３項

第２０条第１項　経済産業大臣は、こ
の法律の施行に必要な限度におい
て、揮発油販売業者等又は指定分析
機関に対し、その業務に関し報告さ
せることができる。
第２０条第２項　経済産業大臣は、こ
の法律の施行に必要な限度におい
て、その職員に対し、揮発油販売業
者等の事務所、給油所その他の事業
上に立ち入り、帳簿、書類その他の
物件を検査させ、又は試験のため必
要な最小限度の分量に限り揮発油等
の必要な試料を収去させることがで
きる。
第２０条第３項　経済産業大臣は、こ
の法律の施行に必要な限度におい
て、その職員に、指定分析機関の事
務所又は事業所に立ち入り、帳簿、
書類その他の物件を検査させること
ができる。

報告
聴取：
Ｄ－１

立入
検査：
Ａ

Ⅰ

Ｄ－１
　品確法第２０条第１項に基づく報告徴収については、効率的な法施行の
ために適切と認められる範囲内かつ予算の範囲内において、その事務の
一部を民間団体等へ委託し、報告徴収を行わせることは認められる。
Ａ
　また、品確法第２０条第２項及び第３項に基づく立入検査等については、
構造改革特別区域法において、当該業務を遂行する上で必要不可欠な下
記の要件に関する規定を整備した上で、効率的な法施行のために適切と
認められる範囲内かつ予算の範囲内において、その事務の一部を民間団
体等へ委託し、立入検査業務等を行わせることを認める特例を設ける。
　なお、数値目標については、本件の対象となる事務の量やその中で外部
委託することが適当である事務の量は法律の遵守状況等の外的要因に
よって左右されるため、今回特区において講じる特例措置の対象とはしな
いことが適当。
（１）委託事務を受ける民間企業の役員若しくは従業員又は個人に関し確
保すべき事項
　１．信用失墜行為の禁止
　２．守秘義務
　３．個人情報の保護
　４．強制的監督権
　５．みなし公務員
　６．職務遂行に当たり、法令及び委託者の職務上の命令に忠実に従うこ
と　　　　等
（２）委託事務を受ける民間企業の役員若しくは従業員又は個人は、次の
条件のいずれか一つに該当すること
　・揮発油等の品質の確保に関し必要な知識を有する者
　・揮発油販売業者等との関係において、資本、役員、取引関係等から見
て、中立性が担保されていること　　　　等
（３）委託契約後、次のいずれかに該当することが認められた場合、委託契
約は解除されるものとする。この場合、解除されたものの新たな委託申請
については相当な程度において制限されるべきものとする。
　１．（１）に抵触すること、若しくは抵触するおそれがあることが認められた
場合
　２．（２）を満たさなくなった場合

ただし、委託事務を受
ける民間団体等の役
員若しくは従業員又は
個人は、次の欠格事
項のいずれにも該当し
ないこと
  １．成年被後見人、
被保佐人又は被補助
人
　２．禁固以上の刑に
処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受
けることがなくなった
日から一定期間を経
過しない者
　３．法の規定により
罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又
は執行を受けることが
なくなった日から一定
期間を経過しない者

3005030

社団法
人日本
テレ
ワーク
協会
（マイク
ロビジ
ネス協
議会）

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(電子政
府に係る
揮発油品
確保法関
係手続の
民間委
託)

関東経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、関東経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

関東経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、揮発油の品質の確保等に
関する法律第２０条第１項に基づく
報告徴収、第２項に基づく試料の収
去、第３項に基づく立入検査等の各
種手続）について、アウトソーシン
グを適切かつ実効的に推進するた
め、①受託関係者の守秘義務、②
個人情報保護義務、③中立性確保
義務、④贈収賄罪についてのみな
し公務員規定、⑤強制権限に基づ
く業務監督規定等の委託環境を整
備する一方、これらの業務について
法律が「職員」にしか事務処理を認
めていない規定を緩和するととも
に、行政が数値目標を明示した民
間委託計画の作成を義務づけ、そ
の全部又は一部を民間委託するこ
とを促進する特区とする。

114040

電子政府
に係る揮
発油品確
保法関係
手続の民
間委託の
可能化

揮発油等
の品質の
確保等に
関する法
律（以下
「品確法」
という。）
第２０条
第１項、
第２項、
第３項

第２０条第１項　経済産業大臣は、こ
の法律の施行に必要な限度におい
て、揮発油販売業者等又は指定分析
機関に対し、その業務に関し報告さ
せることができる。
第２０条第２項　経済産業大臣は、こ
の法律の施行に必要な限度におい
て、その職員に対し、揮発油販売業
者等の事務所、給油所その他の事業
上に立ち入り、帳簿、書類その他の
物件を検査させ、又は試験のため必
要な最小限度の分量に限り揮発油等
の必要な試料を収去させることがで
きる。
第２０条第３項　経済産業大臣は、こ
の法律の施行に必要な限度におい
て、その職員に、指定分析機関の事
務所又は事業所に立ち入り、帳簿、
書類その他の物件を検査させること
ができる。

報告
聴取：
Ｄ－１

立入
検査：
Ａ

Ⅰ

Ｄ－１
　品確法第２０条第１項に基づく報告徴収については、効率的な法施行の
ために適切と認められる範囲内かつ予算の範囲内において、その事務の
一部を民間団体等へ委託し、報告徴収を行わせることは認められる。
Ａ
　また、品確法第２０条第２項及び第３項に基づく立入検査等については、
構造改革特別区域法において、当該業務を遂行する上で必要不可欠な下
記の要件に関する規定を整備した上で、効率的な法施行のために適切と
認められる範囲内かつ予算の範囲内において、その事務の一部を民間団
体等へ委託し、立入検査業務等を行わせることを認める特例を設ける。
　なお、数値目標については、本件の対象となる事務の量やその中で外部
委託することが適当である事務の量は法律の遵守状況等の外的要因に
よって左右されるため、今回特区において講じる特例措置の対象とはしな
いことが適当。
（１）委託事務を受ける民間企業の役員若しくは従業員又は個人に関し確
保すべき事項
　１．信用失墜行為の禁止
　２．守秘義務
　３．個人情報の保護
　４．強制的監督権
　５．みなし公務員
　６．職務遂行に当たり、法令及び委託者の職務上の命令に忠実に従うこ
と　　　　等
（２）委託事務を受ける民間企業の役員若しくは従業員又は個人は、次の
条件のいずれか一つに該当すること
　・揮発油等の品質の確保に関し必要な知識を有する者
　・揮発油販売業者等との関係において、資本、役員、取引関係等から見
て、中立性が担保されていること　　　　等
（３）委託契約後、次のいずれかに該当することが認められた場合、委託契
約は解除されるものとする。この場合、解除されたものの新たな委託申請
については相当な程度において制限されるべきものとする。
　１．（１）に抵触すること、若しくは抵触するおそれがあることが認められた
場合
　２．（２）を満たさなくなった場合

ただし、委託事務を受
ける民間団体等の役
員若しくは従業員又は
個人は、次の欠格事
項のいずれにも該当し
ないこと
  １．成年被後見人、
被保佐人又は被補助
人
　２．禁固以上の刑に
処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受
けることがなくなった
日から一定期間を経
過しない者
　３．法の規定により
罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又
は執行を受けることが
なくなった日から一定
期間を経過しない者

3055030

特定非
営利活
動法人
マルチ
メディ
ア・エ
デュケ
イショ
ナル・
フォー
ラム

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(電子政
府に係る
揮発油品
確保法関
係手続の
民間委
託)

近畿経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、近畿経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

近畿経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、揮発油の品質の確保等に
関する法律第２０条第１項に基づく
報告徴収、第２項に基づく試料の収
去、第３項に基づく立入検査等の各
種手続）について、アウトソーシン
グを適切かつ実効的に推進するた
め、①受託関係者の守秘義務、②
個人情報保護義務、③中立性確保
義務、④贈収賄罪についてのみな
し公務員規定、⑤強制権限に基づ
く業務監督規定等の委託環境を整
備する一方、これらの業務について
法律が「職員」にしか事務処理を認
めていない規定を緩和するととも
に、行政が数値目標を明示した民
間委託計画の作成を義務づけ、そ
の全部又は一部を民間委託するこ
とを促進する特区とする。
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 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) その他

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再検

討要請

提案主体からの意見

提案
主体
意見
その
他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

114050

電子政府
に係る省
エネ法関
係手続の
民間委託
の可能化

エネル
ギーの使
用の合理
化に関す
る法律第
２５条第１
項及び第
２項

（報告及び立入検査）
主務大臣は、第１２条及び第１２条の
５の規定の施行に必要な限度におい
て、政令で定めるところにより、第一
種特定事業者又は第二種特定事業
者に対し、第一種エネルギー管理指
定工場又は第二種エネルギー管理
指定工場における業務の状況に関し
報告させ、又はその職員に、第一種
エネルギー管理指定工場又は第二
種エネルギー管理指定工場に立ち入
り、エネルギーを消費する設備、帳
簿、書類その他の物件を検査させる
ことができる。

立入
検査
－Ａ

報告
聴取
－Ｄ
－１

Ⅰ
 A　構造改革特別区域において、省エネ法第２５条第２
項に基づく立入検査については、当該業務を遂行する上
で必要不可欠な下記の要件を整備した上で、予算の範
囲内において、その事務の一部を民間団体等へ委託し、
職員とともに立入検査業務を行うことを認める特例を設
ける。数値目標については、その数値目標が高ければ
高いほど、新たな財政措置を伴う可能性が高いため、今
回特区において講じる特例措置の対象とはしないことが
適当。
（例）
・委託事務を受ける民間企業の役員若しくは従業員又は
個人に対し整備する規定
　１．信用失墜行為の禁止規定
　２．守秘義務規定
　３．個人情報の保護規定
　４．強制的監督権規定
　５．みなし公務員規定
　６．職務遂行に当たり、法令及び委託者の職務上の命
令に忠実に従うべき旨の規定　　　等

Ｄ－１　省エネ法第２５条第１項及び第２項に基づく報告
徴収後の事務処理を経済産業省職員以外の者が行うこ
とは、現行の規定により対応可能。

3005040

社団法
人日本
テレ
ワーク
協会
（マイク
ロビジ
ネス協
議会）

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(電子政
府に係る
省エネ法
関係手続
の民間委
託)

関東経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、関東経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

関東経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、エネルギーの使用の合理
化に関する法律第２５条第１項に基
づく報告徴収、第２項に基づく立入
検査等の各種手続）について、アウ
トソーシングを適切かつ実効的に
推進するため、①受託関係者の守
秘義務、②個人情報保護義務、③
中立性確保義務、④贈収賄罪につ
いてのみなし公務員規定、⑤強制
権限に基づく業務監督規定等の委
託環境を整備する一方、これらの
業務について法律が「職員」にしか
事務処理を認めていない規定を緩
和するとともに、行政が数値目標を
明示した民間委託計画の作成を義
務づけ、その全部又は一部を民間
委託することを促進する特区とす
る。

114050

電子政府
に係る省
エネ法関
係手続の
民間委託
の可能化

エネル
ギーの使
用の合理
化に関す
る法律第
２５条第１
項及び第
２項

（報告及び立入検査）
主務大臣は、第１２条及び第１２条の
５の規定の施行に必要な限度におい
て、政令で定めるところにより、第一
種特定事業者又は第二種特定事業
者に対し、第一種エネルギー管理指
定工場又は第二種エネルギー管理
指定工場における業務の状況に関し
報告させ、又はその職員に、第一種
エネルギー管理指定工場又は第二
種エネルギー管理指定工場に立ち入
り、エネルギーを消費する設備、帳
簿、書類その他の物件を検査させる
ことができる。

立入
検査
－Ａ

報告
聴取
－Ｄ
－１

Ⅰ
 A　構造改革特別区域において、省エネ法第２５条第２
項に基づく立入検査については、当該業務を遂行する上
で必要不可欠な下記の要件を整備した上で、予算の範
囲内において、その事務の一部を民間団体等へ委託し、
職員とともに立入検査業務を行うことを認める特例を設
ける。数値目標については、その数値目標が高ければ
高いほど、新たな財政措置を伴う可能性が高いため、今
回特区において講じる特例措置の対象とはしないことが
適当。
（例）
・委託事務を受ける民間企業の役員若しくは従業員又は
個人に対し整備する規定
　１．信用失墜行為の禁止規定
　２．守秘義務規定
　３．個人情報の保護規定
　４．強制的監督権規定
　５．みなし公務員規定
　６．職務遂行に当たり、法令及び委託者の職務上の命
令に忠実に従うべき旨の規定　　　等

Ｄ－１　省エネ法第２５条第１項及び第２項に基づく報告
徴収後の事務処理を経済産業省職員以外の者が行うこ
とは、現行の規定により対応可能。

3055040

特定非
営利活
動法人
マルチ
メディ
ア・エ
デュケ
イショ
ナル・
フォー
ラム

行政事
務アウ
トソー
シング
＝雇用
創出特
区

行政事務
アウト
ソーシン
グ＝雇用
創出特区
(電子政
府に係る
省エネ法
関係手続
の民間委
託)

近畿経済産業局長に経済産
業大臣等から委任されている
法執行事務の民間へのアウト
ソーシングを可能とする法整
備を行うとともに、当該アウト
ソーシングの対象となる事務
について、近畿経済産業局長
に数値目標を定めた計画の
策定を義務づけアウトソーシ
ングを促進する。

近畿経済産業局長が経済産業大
臣等から事務委任を受けた法執行
事務のうち電子政府構築計画に基
づき、手続電子化に伴うアウトソー
シングによって効率的な執行が図
られることが期待される事務（具体
的には、エネルギーの使用の合理
化に関する法律第２５条第１項に基
づく報告徴収、第２項に基づく立入
検査等の各種手続）について、アウ
トソーシングを適切かつ実効的に
推進するため、①受託関係者の守
秘義務、②個人情報保護義務、③
中立性確保義務、④贈収賄罪につ
いてのみなし公務員規定、⑤強制
権限に基づく業務監督規定等の委
託環境を整備する一方、これらの
業務について法律が「職員」にしか
事務処理を認めていない規定を緩
和するとともに、行政が数値目標を
明示した民間委託計画の作成を義
務づけ、その全部又は一部を民間
委託することを促進する特区とす
る。

116010
電気の供
給の自由
化

電気事業
法第１８
条第５項

一般電気事業者は、供給区域以外の
地域における一般の需要に応じた電
気供給ができない。

Ｃ

平成１６年４月以降は、契約電力５００ｋＷ以上
の高圧需要家に、平成１７年４月以降はすべて
の高圧需要家に段階的に拡大することとなって
おり、それらの需要家については、特区に限ら
ず、全国ですべての一般電気事業者及び新規
参入者からの電力供給が可能となります。その
後、家庭を含めた全面自由化については、①供
給信頼度の確保、②エネルギー･セキュリティー
や環境保全等の課題の両立、③最終保障、ユ
ニバーサルサービスの確保、④実務的課題等
について検討を行った上で実施することが適切
であり、自由化範囲拡大に伴う需要家選択肢の
拡大状況等を判断する必要があるため、平成１
７年４月から２年程度経過した平成１９年４月を
目途に、検討を開始する予定となっています。特
区においても、現時点で電力の全面自由化を行
う場合、上記①～④の課題について、今後検証
する必要があり、また、特に需要家に対し安定
供給や実質的な選択肢の確保について担保す
る措置を講ずることが困難であり、特区において
も対応することができない。

3121010 個人
電気供
給特区

電気特定
供給事項
の撤廃

電気事業法により現在、我が
国全土に一般電気事業者の
供給区域が設定されている。
この供給区域を特区内におい
て撤廃し、どの一般電気事業
者からも電気供給を受けれる
ようにする。

特区内において操業する既存
事業所の、製造コスト低減を
図る。

116020

小水力発
電装置に
おいて、
ダム水路
主任技術
者の交付
を受けて
いる者か
らダム水
路主任技
術者を選
任しなけ
ればなら
ないとす
る要件の
緩和

電気事業
法第４３
条、同法
施行規則
第５２条

主任技術者免状の交付を受けている
者のうちから主任技術者を選任しな
ければならない。

Ｄ－１

自家用電気工作物に係る発電設備について
は、一定の要件を満たす場合（水力発電につい
ては、出力が５００キロワット未満のもの等）、経
済産業大臣の許可を受け、主任技術者免状の
交付を受けていない者を主任技術者として選任
することができる（電気事業法第４３条第２項）と
している。
本件の発電機は出力が約５０キロワットであるた
め、新たに外部に委託することなく、免状を有し
ていない職員の中からダム水路主任技術者を
選任するための申請を行うことが可能であるこ
と、また、提案者に対して、提案内容を確認した
ところ、免状を有しているダム水路主任技術者を
非選任とするものの、自主保安体制を確保する
ための責任者を別形式で選任することを不要と
することまでは求めていないことから、現行規定
で対応可能である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し回答された
い。

本件の発電機については、経済
産業大臣の許可を受け、主任技
術者免状の交付を受けていない
者を主任技術者として選任する
ことができるとの回答であるが、
許可を受けるために必要な要件
を明確に示していただきたい。ま
た、簡易な手続きで今回の提案
内容が実現できるのであれば、
そもそも経済産業大臣の認可を
不必要とすることを何故できな
いのか、示していただきたい。

Ｄ－１

①ダム水路主任技術者の選任に当たって必要な条件については、「主任技術者制度の
運用について（内規）」において明確に定めている。
②主任技術者は事業用電気工作物における自主的な保安体制を確保するための中核
をなすものとして位置付けられており、当該発電設備の設置者には、その工事、維持及
び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者免状の交付を受けている者から
の主任技術者の選任が義務付けられている（法第４３条第１項）。
　しかし、自家用電気工作物については、その種類が多種多様であるため、一律に免状
の交付を受けている者から選任すべきことを義務付けることは適当でない場合がある。
そのため、当該設備について経験豊富で精通している者がいるなど、一定の要件を満た
す場合については、免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することがで
きることとしている（法第４３条第２項）が、その際、申請者が当該要件を満たしているか
どうかを確認するための審査が必要であることから、許可制としているところである。
　要望は、経済性の観点から主任技術者の選任を不要とすることを求めるものである
が、上述のような法の趣旨に照らし、保安確保の中核をなすべきダム水路主任技術者
の選任を不要とすることはできない。

【参考】「主任技術者制度の運用について（内規）」（抄）
（平成１５年１０月１日　平成１５・０９・０１原院第１号）

二　ダム水路主任技術者に係る電気事業法第４３条第２項の許可は、その申請が次の
要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がない場合に限
り、行うものとする。
（一）申請に係る事業場が次のいずれかに該当すること。
    イ　直接統括する水力発電所が出力５００キロワット未満のものである事業所
　　ロ  出力５００キロワット未満の水力発電所の設置の工事のための事業所
（二）申請に係る者が次のいずれかに該当すること。
　　イ　学校教育法における高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において土木工
学に関する学科を修めて卒業した者
    ロ　イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
　　ハ　出力１００キロワット未満の水力発電所に係る場合はイ又はロ掲げる者のほか、
土木技術に関し相当の知識及び技能を有すると認められる者

1188010 草加市

安全で
活力あ
るまち
づくり
特区
（環境
にやさ
しい水
圧発
電）

小水力発
電装置に
は、ダム
水路主任
技術者を
不要とす
る

小水力発電装置には、ダム水
路主任技術者を不要とする

草加市内の各浄水場では３．
５～５．０㎏／ｃ㎡の水圧を１．
０㎏／ｃ㎡に減圧して受水して
いるが、その減圧したエネル
ギーは現在、騒音や振動に
なっている。そこで、そのエネ
ルギーをを有効活用し、受水
管の減圧弁に代えて水力発
電機を設置して発電を行う。
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 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) その他

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再検

討要請

提案主体からの意見

提案
主体
意見
その
他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

116030

液化ガス
設備工事
届出の適
正化

液化石油
ガスの保
安の確保
及び取引
の適正化
に関する
法律

　液化石油ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律第３８条の
３の規定により、経済産業省令で定
める多数の者が出入りする施設等に
係る液化石油ガス設備工事をした者
は、その旨を当該施設等の所在地を
管轄する都道府県知事に届け出なけ
ればならない。なお、当該施設等を廃
止した場合は、届け出る必要はない。

A Ｉ

これまでの事後規制としていたものを事前規制に切り替えること及び
設備を撤去した場合の届出義務を新設することは、事業者にとって
著しい事業コストの増大につながる可能性が高いため、慎重な検討
を要することから、以下のスキームにより特区として対応する。
〈スキーム〉
地方公共団体において、①基準不適合な設備工事の事例が著しく
多いという統計的な事実を明らかにするとともに、②多くの基準不適
合事例が発生する理由として挙げられている「埼玉県独自の指導指
針の周知不徹底」という状況を改善するための措置を講じた後、合
理的な期間を経たにも関わらず、当該状況が改善されないという統
計的な事実が明らかな場合に限っては、工事施行者は、液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３に基
づく都道府県知事に対する事後の届出は不要となるが、特区認定を
受けた地方公共団体の長（以下、認定地方公共団体の長）に対し
て、予めその工事を行う旨を届出なければならないこととし、認定地
方公共団体の長は、工事を行う旨の届出を受けた後は速やかに管
轄する都道府県知事に報告しなければならないこととする。
また、認定自治体地方公共団体の長が、当該特区内の災害の発生
の防止を図る観点から、設備の設置状況について詳細に把握するこ
とが必要不可欠であると認めた場合、販売事業者に対し、当該特区
内の同条に規定する施設内に設置されている設備を撤去する際の
届出義務を新たに課すことができる。その際、新たに届出義務を課
すこと以外の手段を検討した上で、他の手段をもってはその目的を
達成することができないことが明らかな場合に限る。
なお、当該地方公共団体の長は、上記いずれの場合においても、こ
れらの特例措置を利用し、特区計画を申請するにあたっては、予め
管内の関係事業者の意見を聞かなければならない。

1187010 草加市

安全で
活力あ
るまち
づくり
特区
（「液化
石油ガ
スの保
安の確
保及び
取引の
適正化
に関す
る法
律」の
条文改
正）

液化ガス
設備工事
の適正化

草加市においては、①　液化
石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律
第３８条の３の規定に「・・・液
化石油ガス設備工事をした者
は、遅滞なく・・・都道府県知事
（権原移譲により市町村長）に
届け出なければならない。」と
規定されているが、「・・・工事
を行う者は、あらかじめ、その
旨を・・・届け出なければなら
ない。」と改正する。
②  また、この条文には、施設
を廃止した時の届出義務の規
定がないので、規定を設け
る。

草加市においては、①　液化
石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律
第３８条の３の規定に「・・・液
化石油ガス設備工事をした者
は、遅滞なく・・・都道府県知事
（権原移譲により市町村長）に
届け出なければならない。」と
規定されているが、「・・・工事
を行う者は、あらかじめ、その
旨を・・・届け出なければなら
ない。」と改正する。
②  また、この条文には、施設
を廃止した時の届出義務の規
定がないので、規定を設け
る。

116040

水素利用
技術にか
かる研究
施設にお
ける実証
実験の円
滑化

高圧ガス
保安法１
４条

第一種製造者は、製造のための施設
の位置、構造若しくは設備の変更の
工事をし、又は製造をする高圧ガス
の種類若しくは製造の方法を変更し
ようとするときは、都道府県知事の許
可を受けなければならない。ただし、
軽微な変更工事の場合は、この限り
でない。

B

最先端の研究開発とはいえ、作業員及び周辺
住民の安全を確保する必要性に変わりはなく、
現行規定によって担保される安全性と同等の安
全性が確保されるよう、一定の条件を設けた上
で手続を簡素化する方向で検討を行い、平成１
６年度中に全国的に対応することとする。

一定の条件とは何
か、回答されたい。

B

現行規定によって担保される安全性と同等の安全性が確保さ
れるよう、措置を講ずることであるが、試験研究の実態を踏ま
えて、今後検討する。例えば防護壁の設置、遠隔操作等が考
えられる。

1119010 福岡市

燃料電
池シス
テム研
究開発
特区

水素利用
技術にか
かる研究
施設にお
ける水素
利用シス
テムの実
証実験の
許可

「水素利用技術センター」等の
研究施設では、高圧ガス保安
法の特例を受けて、水素利用
技術に関する研究開発上の
実証実験を迅速に行うことが
できるような許可をする

「水素利用技術センター」等の
研究施設における以下の事業
・ 水素ガス燃焼爆発実験
・ 水素圧縮機の研究開発実
証実験
・ 次世代燃料電池システムの
実証実験
・ 炭素繊維強化超高圧水素
貯蔵タンクの実証実験
・ 超高圧水素雰囲気下の材
料強度特性とトライボ特性の
評価
・超高圧水素環境下における
各種センサー及び機械要素の
開発及び実証試験
・ 70MPa級水素ガスステー
ションの設置とシステムの研
究

116050

高圧ガス
施設にお
ける保安
検査期間
の延長

コンビ
ナート等
保安規則
第３４条
第２項

都道府県知事が行う保安検査は、１
年に１回行う。

Ｄ－２

高圧ガス施設における保安検査は原則として年
１回、１００ｍ3以上の処理能力を有する第１種
製造者に義務づけられているが、処理能力が１
日１００ｍ3を超えものは、事故発生率が比較的
高いことから、これを第１種製造者としているも
のである。保安検査の周期については、高圧ガ
ス設備の材質に対するガスの腐蝕性など各設
備ごとの個別の使用条件を無視することはでき
ず、これを一律に２年とすることはできない。
なお、実証試験によるデータや文献等により当
該施設の機能維持状況について一定期間の健
全性が確保でき、検査機関を延長しても現行規
制で担保される安全性と同等の安全性が経済
産業大臣により確認される場合には、特区１１２
５により保安検査期間の変更も可能となる。

2005020
名古屋
港管理
組合

名古屋
港産業
ハブ特
区

高圧ガス
施設にお
ける保安
検査期間
変更事業

第一種事業者にかかる保安
検査において、処理能力の小
さい製造施設（1,000㎥/ｄ以
下）に対し年1回行われている
保安検査周期を2年に1回に
延長する。

第一種事業者は年１回保安検
査を受けなければならない。
一方で、第二種事業者は年１
回の定期自主検査を行うこと
で、保安検査の義務付けはな
い。そこで第一種事業者で、
1,000㎥/ｄ以下の規模の小さ
い製造施設に関しては、2年に
1回の保安検査とすることで、
高圧ガス製造事業を円滑に行
うことが出来る。

116060

石油コン
ビナート
等の施設
の新設・
変更に係
る届出先
の都道府
県への移
管

石油コン
ビナート
等災害防
止法第５
条、７条、
８条、１１
条、１２
条、１３条

新設等の届出をしようとするものは、
総務大臣及び経済産業大臣にそれ
ぞれ届出書を提出しなければならな
い。

Ｄ－３

現在でも、消防庁と経済産業省が同時に申請受
付を行い、申請者の便宜を図っている。
なお、窓口の一元化については、「電子政府構
築計画の策定に向けて（平成15年３月31日各府
省情報化統括責任者連絡会議決定）に基づき、
平成１６年４月１日から総務省で一本化するよう
予定している。
また、総務省と経済産業省との間に様式の差は
ない。

2005060
名古屋
港管理
組合

名古屋
港産業
ハブ特
区

石油コン
ビナート
等の施設
の新設・
変更に係
る届出先
の都道府
県への移
管

総務省、経済産業省、厚生労
働省、への石油コンビナート
等災害防止法における届出
の窓口の一本化

石油コンビナート等災害防止
法及び石油コンビナート等特
別防災区域における新設事業
所等の施設地区の配置等に
関する省令（レイアウト省令）
により、事業所の新設・変更
の届出先が総務省及び経済
産業省扱いとなっている事項
について、総務省、経済産業
省はもとより、国土交通省等
の多岐に亘る審査を必要とし
ているため、申請図書の提出
先と部数が多く、事業者の事
務経費・負担が大きい。
そこで、それら手続きに関する
事業者の負担を軽減するた
め、窓口の一本化を要望す
る。

116070

高圧ガス
製造のた
めの施設
等の変更
に関わる
許可、届
出の簡素
化

一般高圧
ガス保安
規則第１
５条

高圧ガス製造施設の変更工事の内
容に応じて、都道府県知事に許可申
請又は届出を行うこととなっている。

B

最先端の研究開発とはいえ、作業員及び周辺
住民の安全を確保する必要性に変わりはなく、
現行規定によって担保される安全性と同等の安
全性が確保されるよう、一定の条件を設けた上
で手続を簡素化する方向で検討を行い、平成１
６年度中に全国的に対応することとする。

一定の条件とは何
か、回答されたい。

B

現行規定によって担保される安全性と同等の安全性が確保さ
れるよう、措置を講ずることであるが、試験研究の実態を踏ま
えて、今後検討する。例えば防護壁の設置、遠隔操作等が考
えられる。

2023010 仙台市
国際知
的産業
特区

高圧ガス
製造のた
めの施設
等の変更
に関わる
許可、届
出の簡素
化

従来、施設等を変更する場合
で規則で定める軽微な変更工
事以外は，第1種製造者は知
事の許可、第2種製造者は知
事への届出を必要とされてい
るが、本研究についてはガス
種の安全性を認め，軽微な変
更以外でも第1種製造者は知
事への届出、第2種製造者は
届出を不要とする。

超臨界状態（超高圧、高温）の
環境下での自然溶媒（水や二
酸化炭素）の特異な性質を利
用して環境負荷低減化学反
応，次世代洗浄，特定成分の
抽出等の技術により新産業創
造・効率化を図る研究事業を
行うもの。研究の性格上、高
圧ガスを取り扱うことから高圧
ガス規制法による規制が適用
となり、研究の効率を妨げて
いる。取扱うガス種は安全性
が高いことから所要の規制緩
和により、本研究の効率的な
実施環境を整備し、産業化の
早期実現と高度技術の創出を
図る。
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 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) その他

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再検

討要請

提案主体からの意見

提案
主体
意見
その
他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

116080

外国にお
いて製造
され、輸
入される
高圧ガス
製造のた
めの特定
設備検査
の簡素化

高圧ガス
保安法第
５６条の３
第２項

特定設備の輸入をした者は、遅滞な
く、経済産業省令で定めるところによ
り、その特定設備について、経済産
業大臣、協会又は指定特定設備検査
機関が行う特定設備検査を受けなけ
ればならない。

Ｃ

高圧ガス保安法における技術上の基準と同等な
国際的な規格は、現時点においては当方として
は必ずしも承知していないところ、国内における
当該設備の安全性を確保するためには、国外の
製造業者が製造した特定設備が高圧ガス保安
法における技術上の基準に現に適合しているか
否かの検証を別途行うことが必要であり、その
検証を行う手段として、特定設備検査以外の手
段は存在しないことから、特区として対応するこ
とは困難である。
なお、経済産業大臣の登録を受けた外国登録
特定設備製造業者が設備であって特定設備基
準適合証の交付を受けたものについては、特定
設備検査を受ける必要はなく、そのような制度の
活用により、場合によっては、現行制度で対応
することも可能である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度
検討し回答された
い。

現行では，経済産業大臣の登
録を受けた外国登録特定設備
製造業者が製造した設備を輸入
する場合を除いて，特定設備を
輸入した場合、特定設備検査を
受けなければならないこととされ
ております。しかし，平成１５年３
月にASME(The　American
Society　of　Mechanical
Engineers）が高圧ガス保安法に
基づく技術基準に係る例示基準
として採用され、特定設備検査
規則等の技術基準が改正され
ている背景もあり、アメリカにお
いて、ASME　Codeに従って製造
される特定設備については，国
内の技術上の基準に順ずるも
のと解釈し、それらを輸入し、地
方公共団体が認める超臨界流
体試験研究設備として使用する
場合に限定して、特定設備検査
を簡素化することについて再度
ご検討をお願いいたします。

C
ＡＳＭＥの規格が例示基準に採用されたことにより、検査デー
タの提出をもって検査の実施に替える、との検査の簡素化が
行われている。

貴省の回答によ
り、提案内容は実
現可能と解するこ
とができるのか、回
答されたい。

Ｃ

国内における当該設備の安全性を確
保するためには、国内外の製造業者
が製造した特定設備が高圧ガス保安
法における技術上の基準に現に適合
しているか否かの検証を別途行うこ
とが必要であり、その検証を行う手段
として、特定設備検査以外の手段は
存在しない。（登録特定設備製造事
業者又は外国登録特定設備製造事
業者が製造した特定設備を除く。）
たとえ、国際的な規格に従って製造さ
れた特定設備であっても、特定設備
検査を単に不要とすることで検査の
省略を図ることはできない。
ただし、ＡＳＭＥの規格については、
技術上の基準として可能な限り取り
入れた特定設備検査規則の例示基
準があるので、検査データの提出を
もって検査の実施に替える、との検
査の簡素化が可能となっている。

2023020 仙台市
国際知
的産業
特区

外国にお
いて製造
され、輸
入される
高圧ガス
製造のた
めの特定
設備検査
の簡素化

従来、外国で製造された特定
設備を輸入する場合、特定設
備検査を受けなければならな
いが、国際的な規格に基づい
て海外で製造された超臨界流
体利用試験施設を導入する
場合は、当該製品の安全性
は国内の登録特定設備製造
業者が製造した製品と同等で
あることから、高圧ガス保安法
に定める技術上の基準を満足
するものであると認め、輸入
特定設備検査を不要とする。

超臨界状態（超高圧、高温）の
環境下での自然溶媒（水や二
酸化炭素）の特異な性質を利
用して環境負荷低減化学反
応，次世代洗浄，特定成分の
抽出等の技術により新産業創
造・効率化を図る研究事業を
行うもの。研究の性格上、高
圧ガスを取り扱うことから高圧
ガス規制法による規制が適用
となり、研究の効率を妨げて
いる。取扱うガス種は安全性
が高いことから所要の規制緩
和により、本研究の効率的な
実施環境を整備し、産業化の
早期実現と高度技術の創出を
図る。

116090

特殊な設
計による
高圧ガス
製造のた
めの特定
設備検査
の簡素化

高圧ガス
保安法第
５６条の３
第４項
特定設備
検査規則
第５１条

経済産業大臣、協会又は指定特定設
備検査機関は、経済産業省令で定め
る方法により特定設備検査を行い、
当該特定設備が経済産業省令で定
める技術上の基準に適合するとき
は、これを合格とする。
特殊な設計による特定設備について
経済産業大臣の認可を受けた場合
は、特定則第１０条から第４５条まで
の規定にかかわらず、当該認可に係
る基準をもって法第５６条の３第４項
の技術上の基準とする。

Ｄ－１

１００MPaを超える特定設備であっても、特定設
備検査規則第１０条から第４５条までの技術上
の基準に適合すれば特定設備検査に合格とな
ることから、必ずしも大臣の特別認可を受ける必
要はない。

ＫＨＫ自主基準に
適合しているもの
については、大臣
の特別認可を要せ
ずに包括的に認可
することし、手続を
簡素化できないか
検討の上、回答さ
れたい。

Ｄ－１

KHK自主基準は、特殊な設計による特定設備について認可す
る際の判断基準の一部であり、当該特定設備に係る基準ごと
に評価する必要がある。なお、同一仕様の特定設備を複数製
造等する場合には、包括的に認可することは可能である。

ＫＨＫ自主基準に
適合していること
で、大臣の特別認
可の判断に当た
り、どのような手続
きが簡素化できる
のか回答された
い。

Ｄ－１

KHK自主基準に適合していることで、
特別認可の手続きにおいて、事業者
が合理的な判断基準を提示するため
に要する時間及び事前評価委員会
が当該基準を評価するために要する
時間が短縮される。

2023030 仙台市
国際知
的産業
特区

特殊な設
計による
高圧ガス
製造のた
めの特定
設備検査
の簡素化

従来、100MPaを超える特定設
備の場合、特別認可申請手
続きを必要とするが、特定設
備に使用が認められている材
料を使用し、KHK自主基準で
ある「超高圧ガス設備に関す
る基準（KHK S-0220-1998）」
に基づいて設計、製造し、か
つ特定設備を超臨界流体利
用試験施設に導入する場合
においては、高圧ガス保安法
に定める技術上の基準を満足
するものであると認め、特別
認可申請手続きを簡素化す
る。

超臨界状態（超高圧、高温）の
環境下での自然溶媒（水や二
酸化炭素）の特異な性質を利
用して環境負荷低減化学反
応，次世代洗浄，特定成分の
抽出等の技術により新産業創
造・効率化を図る研究事業を
行うもの。研究の性格上、高
圧ガスを取り扱うことから高圧
ガス規制法による規制が適用
となり、研究の効率を妨げて
いる。取扱うガス種は安全性
が高いことから所要の規制緩
和により、本研究の効率的な
実施環境を整備し、産業化の
早期実現と高度技術の創出を
図る。

116100

高圧ガス
製造の製
造許可に
関する処
理量条件
の規制緩
和

高圧ガス
保安法第
５条第１
項、高圧
ガス保安
法施行令
第３条

処理能力が１００立方メートル（不活
性ガス等の場合は３００立方メート
ル）以上の高圧ガスを製造する場合
は都道府県知事の許可を受けなけれ
ばならない。

Ｃ

高圧ガス保安法では原則として、１日の処理能
力が１００ｍ3以上のものは比較的事故率が高
いことから第１種製造者として高圧ガスの製造
にあたり都道府県知事の許可を受けることを義
務づけ、１００ｍ3未満のものは比較的事故率が
低いものの一定の事故率はあることから第２種
製造者として高圧ガスの製造の事業開始の日２
０日前までに都道府県知事への届出を義務づけ
ているところ。尚、第１種ガスにあっては、基準と
なる処理能力を１日あたり３００ｍ3としている。
本件事業で使用する炭酸ガスについては、他の
全ての第１種ガスと比較して、超高圧・高温の下
で行われる各実験において、現時点では特に安
全性が高いと認められないため、高圧ガス製造
の許可を得ていない者は、安全性を確保するた
めに必要十分な知識・体制等を有していること
が確認されていないため、そのような者が第１種
ガスを取り扱うことになれば、一層事故等が発
生する可能性が高くなり、その事故等を回避し、
安全性を確保するための代替措置が存在しない
ことから、現時点では特区として対応することは
困難である。

同等の安全性を確
保できることを証
明することにより、
大臣の特別認可が
受けられるようにで
きないか検討の
上、回答されたい。

Ｃ

都道府県知事の許可を受ける際の技術基準の特例として、現
行制度においても、高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関
係により危険のおそれがない場合には、大臣の特別認可を受
けることができる。

提案内容を実現す
る観点から、第１種
製造者を定める基
準について、地方
公共団体が第２種
製造者と同等の安
全性を確保できる
ことを証明すること
により、大臣の特
別認可が受けられ
るようにできないか
再度検討の上、回
答されたい。

Ｃ

第１種製造者は、高圧ガスの製造に
おいて、取り扱う高圧ガスの量が多
いなど特に危険性が高いため、安全
性を確保するために必要十分な知
識・体制等を有していることを確認し
た者に対してのみ認めるということで
「許可」にかからしめているものであ
る。一方、第２種製造者は、第１種製
造者同様高圧ガスを取り扱うもの
の、高圧ガスの処理量が少ないなど
比較的危険性は高くないと考えられ
るため、「届出」で足りるとされている
ものである。
第１種製造者に求められる安全性を
確保するために必要十分な知識・体
制等が第２種製造者が通常担保して
いる水準の安全性を確保する知識・
体制等で足りるということになると、
第１種製造者が高圧ガスを製造する
場合には、事故が発生する可能性が
高くなり、その事故等を回避し、安全
性を確保するための代替措置が存在
しないことから、特区として対応困
難。

2023040 仙台市
国際知
的産業
特区

高圧ガス
製造の製
造許可に
関する処
理量条件
の規制緩
和

本研究に用いる二酸化炭素
は第１種ガスに分類され高圧
ガスの処理量が1日三百立方
メートル以上である設備を使
用して高圧ガスを製造しようと
するものは第1種製造者として
都道府県知事の許可を受け
なければならないが、超臨界
流体利用試験施設における
高圧ガス製造においては、処
理量条件を三千立方メートル
以上に規制緩和し、かつ良好
な安全管理実績を証明するこ
とで各種の手続きを知事への
許可ではなく届出とする。

超臨界状態（超高圧、高温）の
環境下での自然溶媒（水や二
酸化炭素）の特異な性質を利
用して環境負荷低減化学反
応，次世代洗浄，特定成分の
抽出等の技術により新産業創
造・効率化を図る研究事業を
行うもの。研究の性格上、高
圧ガスを取り扱うことから高圧
ガス規制法による規制が適用
となり、研究の効率を妨げて
いる。取扱うガス種は安全性
が高いことから所要の規制緩
和により、本研究の効率的な
実施環境を整備し、産業化の
早期実現と高度技術の創出を
図る。

116110

可燃性天
然ガスの
自家利用
に係る保
安技術職
員（係員）
の選任義
務の緩和

鉱山保安
法12条の
２、鉱山
保安規則
17条１項
３～５号

鉱業権者は石油鉱山において、鉱場
保安係員及び設置した設備によって
機械保安係員、電気保安係員、鉱害
保安係員を選任しなければならない。
（規則第１７条第１項）
鉱業権者が鉱山から選任することに
なっているため、外部委託は認めて
いない。

Ａ Ⅲ

保安技術職員（係員）選任義務の緩和について
は、当該事業場を管轄する鉱山保安監督部長
の現場確認の実施などにより、現行の鉱山保安
法上と同等の安全性が確保されていることが確
認できる場合に限り、保安用務を外部委託する
ことを可能とすることとする。

（前提）
鉱山保安法第四十条
の規定により、本件に
関する鉱山保安規則
の改正を行う場合に
は、中央鉱山保安協
議会の議に付さなけ
ればならないことと
なっている。

1138020 宮崎県

天然ガ
ス利用
促進特
区

保安技術
職員（係
員）の選
任義務の
緩和

温泉事業者（鉱業権者）が、
可燃性天然ガスを自家利用す
る場合、選任が義務付けられ
ている保安技術職員（係員）を
設置せず、保安用務を外部に
委託できるようにする。

保安用務を外部委託で行うこ
とにより、事業導入に係る手
続きや経費負担が軽減され、
可燃性天然ガスをエネルギー
（発電、熱利用）として自家利
用することが促進される。

116120

可燃性天
然ガスの
自家利用
に係る保
安技術職
員（係員）
の兼務禁
止の緩和

鉱山保安
規則17条
４項

鉱業権者は係員に２以上の鉱山の係
員又は３以上の係員を兼務させては
ならない。（規則第１７条第４項）

Ａ Ⅲ

保安技術職員（係員）の兼務禁止については、
当該事業場を管轄する鉱山保安監督部長の現
場確認の実施などにより、現行の鉱山保安法上
と同等の安全性が確保されていることが確認で
きる場合に限り、係員が他の事業場の係員を兼
務することを可能とすることとする。

（前提）
鉱山保安法第四十条
の規定により、本件に
関する鉱山保安規則
の改正を行う場合に
は、中央鉱山保安協
議会の議に付さなけ
ればならないことと
なっている。

1138030 宮崎県

天然ガ
ス利用
促進特
区

保安技術
職員（係
員）の兼
務禁止の
緩和

保安技術職員（係員）が複数
事業場（鉱山）の保安用務を
行うことができるよう、他の鉱
山との兼務を禁止した規制を
緩和する。

兼務により、保安技術職員
（係員）を増員することなく複
数事業場（鉱山）の保安用務
を行うことが可能となり、受託
する事業者の経費軽減になる
とともに、複数事業者からの
保安用務の委託に対応しやす
くなる。
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 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) その他

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再検

討要請

提案主体からの意見

提案
主体
意見
その
他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

116130

可燃性天
然ガスの
自家利用
に係る保
安面での
規制（距
離制限、
防爆処
理）の緩
和

鉱山保安
規則326
条、563
条

　引火による火災若しくは爆発のおそ
れが多い施設又はその施設から八
メートル以内に電動機、照明等の電
気施設を設けるときは、防爆型の機
器を使用しなければならないこと等。
（規則第３２６条）
　石油が噴出し、又は噴出するおそ
れが多い坑井等からは、住宅、学
校、病院等の施設に対しては規定さ
れた距離をとらなければならない等。
（規則第５６３号）

Ａ Ⅲ

距離制限、防爆処理に係る規定については、当
該事業場を管轄する鉱山保安監督部長の現場
確認の実施などにより、現行の鉱山保安法上と
同等の安全性が確保されていることを確認でき
る場合に限り、適用除外を可能とすることとす
る。

（前提）
鉱山保安法第四十条
の規定により、本件に
関する鉱山保安規則
の改正を行う場合に
は、中央鉱山保安協
議会の議に付さなけ
ればならないことと
なっている。

1138030 宮崎県

天然ガ
ス利用
促進特
区

保安面で
の規制
（距離制
限、防爆
処理）の
緩和

温泉事業者（鉱業権者）が可
燃性天然ガスを利用する場合
に適用される、住居等との距
離制限、コンセント等の防爆
処理の規制を、安全性に配慮
しつつ事業場の実態に応じて
緩和する。

可燃性天然ガスを利用してい
なかった温泉事業者が新たに
自家利用をする場合などに、
施設の改造等に係る経費負
担が軽減され、事業導入がし
やすくなる。新規事業開始の
場合も同様。

１．まず、斡旋でなく派遣でできないかという点については、
「労働者派遣事業関係業務取扱規定」においても、「資格者個
人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う（当該業務
については指揮命令を受けることがない）ことから、労働者派
遣の対象とならないものである」という規定があるように、その
趣旨に鑑みると資格を有しない労働者派遣業者が、派遣弁理
士との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて実質的に派遣
先の弁理士業務を取り扱うことになれば、下記４．の様な具体
的な弊害が発生するおそれがあることから対応できません。
２．次に、派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく指
導・監督権限が資格の対象となっている個別の弁理士業務に
及ばないよう、契約あるいは法律で明確にすれば資格者の派
遣は可能ではないか、そして契約や法律による手当の手法と
して、例えば、改正された外国弁護士による法律事務の取扱
いに関する特別措置法第４９条と同様の規定をおくことや、労
働者派遣事業者と派遣弁理士との間の雇用関係に基づく指
導監督権限が弁理士業務に及ばないことを担保した上で、特
許業務法人又は開業弁理士に弁理士を派遣することにより対
応することが可能ではないかとの指摘について、以下．３．に
述べます。

３．一般的に雇用関係における指揮監督権の行使は、個別的
な指揮命令のみならず包括的な指揮命令も含むものであると
解され、現行の弁理士法においては、第７５条ではそのような
包括的な指揮命令も含めて、無資格者の弁理士業務への介
入のおそれを排除する規定を設けています。
　派遣する弁理士の資格の対象となっている業務について
は、派遣元の個別の指揮命令が及ばない旨を契約あるいは
法律において明確にしたとしても、無資格者である派遣元が派
遣先に弁理士を派遣して法律サービスを提供させ、派遣の対
価を得ること自体が、派遣元が包括的な指揮命令の行使によ
る実質的な弁理士業務の取扱いとなると考えられます。
　これは、弁理士法が、厳格な資格要件を課し、職務の誠実適
正な執行のための能力的・倫理的担保のされた弁理士（又は
特許業務法人）だけが、弁理士業務を行うことができる旨規定
し、これらの者には業務上・倫理上の規範が与えられ、これを
逸脱する行為は、経済産業省、日本弁理士会による、指導・懲
戒の対象としており、本提案のような弁理士を被雇用者とする
雇用関係においても、包括的な指揮命令権限のある雇用主た
る地位を有する者に、同様の業務上・倫理上の規範が与えら
れなければならず、さもなければ、被雇用者たる弁理士の規
範逸脱行為に対する責任主体が明確とならず、ひいてはユー
ザーの利益保護の観点から重大な問題が生じるおそれがある
という、弁理士法の基本的な考え方によるものです。

４．例えば、仮に個別の業務に関する指導・監督を行わないと
しても、弁理士を派遣すること自体により、同じ弁理士をライバ
ル関係にある企業へ派遣したり（利益相反）、技術内容からみ
て必ずしも適切でない弁理士を派遣させる等の問題が生じる
おそれがあり、派遣先に弁理士を派遣して弁理士業務を行わ
せること自体が、包括的な指揮命令権限の行使による弁理士
業務とみなすべきものであり、弁理士法の規定、及び弁理士
法の基本的な考え方に反するものになります。
５．外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
について付言しますと、外国法事務弁護士は一定範囲の法律
事務を取り扱い得る権限を有しており、弁護士業務とはその範
囲内において権限が重なり合うことから、その範囲においての
み外国法事務弁護士に弁護士に対する指揮命令権を認め、
他方で、雇用主たる外国法事務弁護士が権限外の業務につ
いて被雇用者たる弁護士に対して指揮命令・不当な関与をし
ないように制限を設けているのであって、派遣元がそもそも弁
理士業務に関して一切の権限を有しない労働派遣形態は次
元を異にするものであり、本提案内容を検討する際に考慮す
べき対象とはなりません。
　なお、包括的な指揮監督権限を含め、派遣元による弁理士
に対するあらゆる関与が排除された形態を仮に想定した場
合、もはやそれは労務に服すべきとする雇用関係にある状態
とはいえないため、雇用関係を前提とする労働者派遣に関す
る本提案においては検討することは適切ではありません。

118020

特許の出
願手続き
の簡素化
（提出書
類及び記
載事項の
軽減）

特許法第
３６条

特許出願にあたっては、所定の事項
を記載した願書を提出する必要があ
るが、願書には明細書、必要な図
面、要約書を添付しなければならな
い。また、「特許請求の範囲」や「発明
の詳細な説明」などを記載しなければ
ならない。

Ｃ

提案のような特例措置を講じ明細書等の出願手
続を簡素化すると、特許権の及ぶ範囲が不明確
となり、第三者からの予見可能性が低下し、法
的安定性を害し、無用な紛争を招くという弊害が
生じ、また、このような弊害を除去する代替措置
は存在しないため、対応不可能である

1121030 横浜市

国際ＩＴ
ビジネ
ス交流
特区

特許の出
願手続き
の簡素化

特許出願にあたっては、所定
の事項を記載した願書を提出
する必要があるが、願書には
明細書、必要な図面、要約書
を添付しなければならない。ま
た、「特許請求の範囲」や「発
明の詳細な説明」などを記載
しなければならない。
こうした特許出願に係る提出
書類及び記載事項を軽減し特
許手続きの簡素化を図る。

特許様式を簡素化し、研究成
果を公表する時間を短縮する
ことにより、ＩＴのような開発ス
ピードが著しい先端分野にお
ける研究開発を促進させる。

派遣元と派遣資格
者との間の雇用関
係に基づく指導・監
督権限が資格の対
象となっている業
務に及ばないよう、
労働者派遣契約あ
るいは法律で明確
にすれば資格者の
派遣は可能ではな
いか。再度検討し、
回答されたい。

あっせんは可能だ
が、派遣はできな
いということか。
　派遣元と派遣資
格者との間の雇用
関係に基づく指導・
監督権限が資格の
対象となっている
業務に及ばないよ
う、労働者派遣契
約あるいは法律で
明確にすれば資格
者の派遣は可能で
はないか。この際、
改正された外国弁
護士による法律事
務の取扱いに関す
る特別措置法の第
４９条の２第１項で
は「外国法共同事
業を営む外国法事
務弁護士は、当該
外国法共同事業に
係る弁護士又は弁
護士法人が自ら行
う法律事務であつ
て当該外国法事務
弁護士の権限外法
律事務に当たるも
のの取扱いについ
て、不当な関与を
してはならない。」
との規定があり、こ
れと同様の規定を
置くことにより、派
遣もとの指導・監
督権限が資格の対
象となっている業
務に及ばないよう
にできるのではな
いか。再度検討
し、回答されたい。
なお、財務省の回
答では、税理士の
労働者派遣につい
て、「労働者派遣
事業者と派遣税理
士との間の雇用関
係に基づく指導監
督権限が税理士業
務に及ばないこと
が担保されている
のであれば、税理
士法人又は開業税
理士に税理士を派
遣することは可能
である」としている
ところである。

Ｄ－１

　本提案内容の趣旨は、弁理士の独立性を保ち
つつ、中小企業等の業務効率化、弁理士の働く
場の拡大、弁理士の有する専門的知識の社会
全体での有効活用等を図ることにあると思料し
ます。この提案趣旨を踏まえると、例えば、顧客
からの要請に応じて、登録された弁理士に要請
業務を連絡し、顧客と弁理士との間で委任契約
をするといった形態等によって達成することが可
能と考えます。
　このような弁理士業務をあっせんする行為自
体は、弁理士法で禁止されているものではない
と解釈されておりますので、本提案内容に対して
は、あっせんにより対応することが適切であると
考えます。（ただし、あっせんと称しながら、例え
ば弁理士を実質的にコントロール可能な状況と
する等により、結果として弁理士法第７５条等の
法規に抵触すると評価されるものは当然禁止さ
れる。）
　なお、提案者である（株）東京リーガルマインド
から、弁理士業務のあっせんにより本提案目的
が達せられる旨のご回答があります。

Ｄ－１118010
弁理士派
遣の容認

・労働者
派遣事業
関係業務
取扱要領
第２適用
除外業務
等　３適
用除外業
務以外の
業務に係
る制限

・弁理士
法第７５
条

・弁理士の業務は労働者派遣の対象
とはならない

・弁理士又は特許業務法人でない者
は弁理士業務を行うことはできない。

 「労働者派遣事業関係業務
取扱要領」の「第二　適用除
外業務等　三　適用除外業務
以外の業務に係る制限」にあ
る次の規定は、これを削除す
べきと考えます。

二) 弁護士法（昭和二十四年
法律第二百五号）、外国弁護
士による法律事務の取扱いに
関する特別措置法（昭和六十
一年法律第六十六号）、司法
書士法（昭和二十五年法律第
百九十七号）、土地家屋調査
士法（昭和二十五年法律第二
百二十八号）、公認会計士法
（昭和二十三年法律第百三
号）、税理士法（昭和二十六
年法律第二百三十七号）、弁
理士法（平成十二年法律第四
十九号）、社会保険労務士法
（昭和四十三年法律第八十九
号）及び行政書士法（昭和二
十六年法律第四号）に基づく
弁護士、外国法事務弁護士、
司法書士、土地家屋調査士、
公認会計士、税理士、弁理
士、社会保険労務士及び行政
書士の業務については、資格
者個人がそれぞれ業務の委
託を受けて当該業務を行う
（当該業務については指揮命
令を受けることがない）ことか
ら、労働者派遣の対象とはな
らないものであること。

士業者が派遣形態で働くこと
を促進する。

　仮に派遣元が派遣弁理士に対して
業務に関して個別の指導・監督を行
わないこととしても、派遣元の行為と
して、弁理士を派遣すること自体によ
り、例えば、同じ弁理士を、ライバル
企業を扱う複数の特許事務所や特許
業務法人へ派遣したり（利益相反）、
事務所等の扱う技術内容からみて専
門性の異なる適切でない弁理士を派
遣する等の問題（信用保持義務違
背）が生じるおそれがあり、このこと
から、派遣元に、弁理士と同一の業
務上・倫理上の規範が与えられてい
なければなりません。
　なお、個別業務の指揮・監督のみな
らず、派遣すること自体の権限も含
めた包括的な指揮監督権限等、派遣
元による弁理士に対するあらゆる関
与が排除された形態を仮に想定した
場合、もはやそれは労務に服すべき
とする雇用関係にある状態とはいえ
ないため、雇用関係を前提とする労
働者派遣に関する本提案においては
検討することは適切ではありません。
　以上のことから、派遣先を特許業務
法人等に限定し、派遣元が派遣弁理
士に対し、個別の指揮命令を行わな
いよう担保したとしても、「労働者派
遣事業関係業務取扱規定」を廃止す
ることは適切ではありません。

　なお、本提案内容の趣旨は、弁理
士の独立性を保ちつつ、中小企業等
の業務効率化、弁理士の働く場の拡
大、弁理士の有する専門的知識の社
会全体での有効活用等を図ることに
あることから、派遣先を特許業務法
人や特許事務所に限定することで
は、その提案の主な趣旨が達せられ
ないと思料します。
　本提案内容の趣旨を踏まえると、
むしろ、例えば、顧客からの要請に
対し登録された弁理士一覧を提供
し、顧客と顧客に選ばれた弁理士と
の間で委任契約等をするといった形
態によって達成することが適切と考え
ます。
　このような弁理士をあっせんする行
為自体は、弁理士法で禁止されてい
るものではないと解釈されております
ので、本提案内容に対しては、あっ
せんにより対応することが適切である
と考えます。（ただし、あっせんと称し
ながら、例えば弁理士を実質的にコ
ントロール可能な状況とする等によ
り、結果として弁理士法第７５条等の
法規に抵触すると評価されるものは
当然禁止される。）
　提案者である（株）東京リーガルマ
インドからも、弁理士のあっせんによ
り本提案目的が達せられる旨の補足
意見があります。

Ｄ－１ 3067010

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

士業者
派遣特
区

「労働者
派遣事業
関係業務
取扱要
領」の改
正

8 / 10 ページ



 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名
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措置
の内
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他
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見直し
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内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
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見直し
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答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

　論文の提出後に、一定期間内に出願をすれば、出願日が論
文提出日に遡る制度（仮出願制度）を導入する場合において
は、出願日の遡及の要件として、少なくとも後の出願に権利範
囲として定義された発明が、もとの論文の中に全て含まれてい
なければならない。このため、出願日が遡及するか否かは、出
願された発明が、提出された論文の中に含まれているか否か
を判断しなければならないことになる。
　論文と特許出願を比較すると、前者は研究成果の発表を目
的としているのに対して、後者では特許権という独占権の取得
を目的とするものであり、目的が異なるため記載の仕方も異な
る。また、論文自体にも、研究成果の記載の仕方や様式に
様々な種類の物が存在する。このため、このような論文と、そ
の後に行われた出願の内容を比較・チェックして、出願日の遡
及の要件を満たしているか否かを判断することは、容易ではな
く、大きな負担となる。（全ての論文を対象とするのではなく、
一定の要件を満たした論文について制度を導入する場合に
は、さらに実際に提出された論文が、当該要件を満たしている
か否かの判断まで求められる。）特許権取得の受益者たる出
願人が、出願時に出願書類を整えるという自ら負うべき手続コ
ストを軽減するために、このような大きな負担を他人の特許出
願をチェックする第三者などに負わせることは、特許権が出願
人の独占権という極めて強力な権利であることを考えれば、妥
当ではない。加えて、提出された論文に本出願の内容が全て
含まれていたか否かは、特許権の無効理由の判断の前提とな

118040
特許出願
猶予期間
の延長

特許法第
３０条

特許を受ける権利を有する者が刊行
物に発表等した後、６月以内に特許
出願を行い、所定の手続きをすれ
ば、その刊行物発表等により新規
性、進歩性を喪失しなかったものとみ
なされる。

Ｃ

本制度の利用にあたっては、本人の出願より前に他人
の出願があった場合には、その他人の出願が本人の発
表より後であったとしても、本人は特許を取得できない点
や、我が国と同様の例外規定が存在しない欧州特許庁
等へ出願した場合には、本人の発表によって特許を取
得できない（無効理由）こととなる点などに留意が必要で
あり、我が国企業などの企業活動を円滑化するために
は、国際的な制度調和の達成が先決である。したがっ
て、知的財産戦略本部においてとりまとめられた「知的
財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（２００３
年７月８日本部決定）に基づき、世界知的所有権機関
（ＷＩＰＯ）における実体特許法条約に関する議論など、
特許制度の国際的な制度調和の議論の動向を踏まえつ
つ、新規性喪失の例外が認められる期間の見直し及び
要件の緩和を検討し、２００４年度末までに結論を得る予
定としているところ。そのため、現時点においては、我が
国において一定の地域を限定して猶予期間の延長を行
うことは、先述のとおり国際的な制度調和が行われてい
ないことから、我が国で生み出された発明が十分な保護
を受けられない結果を招く可能性が高く、それを防止す
るための代替措置が存在しないことから、先行的に特区
で対応することは困難。

早期に実施できな
いか検討された
い。

Ｃ

本制度の利用にあたっては、本人の出願より前に他人の出願
があった場合には、その他人の出願が本人の発表より後で
あったとしても、本人は特許を取得できない点や、我が国と同
様の例外規定が存在しない欧州特許庁等へ出願した場合に
は、本人の発表によって特許を取得できない（無効理由）ことと
なる点などに留意が必要であり、我が国企業などの企業活動
を円滑化するためには、国際的な制度調和の達成が先決であ
る。そのため、現時点において、我が国において猶予期間の
延長を行うことは、我が国で生み出された発明が十分な保護
を受けられない結果を招く可能性を増加させることになり、そ
れを防止するための代替措置も存在しない。したがって、知的
財産戦略本部においてとりまとめられた「知的財産の創造、保
護及び活用に関する推進計画」（２００３年７月８日本部決定）
に基づき、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）における実体特許法
条約に関する議論など、特許制度の国際的な制度調和の議
論の動向を踏まえつつ、新規性喪失の例外が認められる期間
の見直し及び要件の緩和を検討し、２００４年度末までに結論
を得る予定としているところ。
また、我が国全体に効力を有する排他的独占権である特許権
の付与に関して、一部地域の出願人のみが優遇されて特許権
が付与される手続を導入することは適当でない。

1124090

東京
都、神
奈川
県、横
浜市、
川崎市

東京湾
岸地域
におけ
る経済
特区

特許出願
猶予期間
の延長

発表から６ヶ月以内を１年以
内に延長する

研究成果の公表から出願まで
の期間の確保により、研究の
完成度も高まり、バイオ・ゲノ
ムなどのような開発スピードが
著しい先端分野における研究
開発を促進させる。

119010

国家資格
の資格取
得に係る
要件の緩
和（中小
企業診断
士）

中小企業
支援法第
１１条第１
項第２号
中小企業
診断士の
登録及び
試験に関
する規則

中小企業診断士は、中小企業に対す
る経営支援のため中小企業支援法
第１１条に基づき「①中小企業診断士
試験に合格し、省令で定める実務経
験を有する者、②①と同等以上の能
力を有する省令で定める者」を経済
産業大臣が登録しており、現在、②
の省令で定める者として中小企業大
学校の養成課程の修了者を規定して
いる。

（検討中）
早急に検討し、回
答されたい。

Ｃ

現在、「中小企業診断士制度」全体について見直すこととして
おり、中小企業政策審議会において１６年度中に結論を得る
予定。その中で、中小企業支援法第１１条第１項第２号の運用
のあり方についても検討することとしている。

1095010 文京区

最先端
の生涯
学習を
実現す
る文京
区まる
ごと
キャン
パス特
区

最先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

国家資格の資格取得に係る
要件の緩和
①中小企業診断士
文京アカデミーで行う講座に
参加修了することにより、中小
企業大学校と同等とみなさ
れ、中小企業診断士として資
格を付与するとともに経済産
業省に登録できる。　　　　講
座の内容は、中小企業大学
校と同等以上のレベルで行
い、講座修了に際しては、資
格付与に必要な水準を満たし
ているかを審査するため、各
履修科目ごとに試験を行う。

文京区では、（仮称）文京アカ
デミーを設置し、今回提案す
る、１4の国家資格取得に係る
要件の緩和を行うことにより、
行政が一定の関与をしなが
ら、大学、企業、民間カル
チャー等の機関がそれぞれに
機能し、共存する新たな学習
モデルを構築する。

118030

特許の出
願手続き
の簡素化
（論文の
代用）

特許法第
３６条

特許出願には明細書等の出願書類
の提出が必要。

Ｃ

提案のような特例措置を講じ明細書等の出願手
続を簡素化すると、特許権の及ぶ範囲が不明確
となり、第三者からの予見可能性が低下し、法
的安定性を害し、無用な紛争を招くという弊害が
生じ、また、このような弊害を除去する代替措置
は存在しないため、対応不可能である

論文により仮出願
を認めて、先願を
認めることはでき
ないか検討の上、
回答されたい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し解
答されたい。

○提案は、出願から特許審査ま
での間に出願内容を明確にす
れば、特許権の及ぶ範囲につい
て他に影響を与えないものと考
えるため、審査の要件ではなく
出願の要件として、論文での出
願を認められないかという提案
である。なお、特許審査までに
別途、明細書で補足をおこなえ
ば、範囲の明確化は足りるので
はないかと考える。
○また、先願の地位については
出願を持って与えるのではなく、
特許審査により確定するよう改
めれば、法的安定性は確保でき
ると考えるものであり、再度、検
討をお願いしたい。

Ｃ

発明内容を記載した論文の代
用を特許出願に必要な説明
要件を満たすことを条件に認
めることにより、特許手続きの
迅速化を図る。

特許様式を簡素化し、研究成
果を公表する時間を短縮する
ことにより、バイオ・ゲノムなど
のような開発スピードが著しい
先端分野における研究開発を
促進させる。

るため、無効審判や審決取消訴訟、又は侵害訴訟等のおける
紛争の一事由となるため、第三者を含めた制度ユーザー全体
の紛争処理コストを増加させることにもつながるため、この点
からも仮出願制度は制度設計として妥当ではない。
　一方、先願主義の下で出願時に完全な内容の出願書類を用
意することが困難な場合に、出願後に内容の補充が行えるよ
うに、日本国特許法には「国内優先権制度」がある。同制度の
利用によって、自己の出願を出発点として一年以内にその後
の改良発明や研究開発の成果を取り込み、より完全な内容の
出願へと発展させ、乗り換えることが可能であり、同制度の有
効活用が望まれる。
　なお、特許庁では、出願人の手続コストを軽減するための方
策として、パソコンによる電子出願ソフトを無料で配布してお
り、同ソフトに付属の明細書雛型等を活用し、市販のワープロ
で編集することにより、論文の切り張りによって特許明細書を
作成することができます。また、同ソフトのエラーチェック機能
によって方式的に必要な要件の基礎的な事項に関するチェッ
クを事前に簡便に行うことできます。加えて、パソコン電子出願
ソフトを使った出願に関し、全国４７都道府県の発明協会に共
同利用できる端末を設置し、出願アドバイザーによる出願手続
のサポートを無料で行っております。さらに、遺伝子工学分野
での塩基配列又はアミノ酸配列に係る配列コードデータの作
成にあたっては「パテント イン」というソフトウェアがあり、この
ソフトを利用することにより、一層、明細書の作成が容易になり
ます。

1124080

東京
都、神
奈川
県、横
浜市、
川崎市

東京湾
岸地域
におけ
る経済
特区

特許の出
願手続き
の簡素化
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 11 経済産業省

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) その他

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再検

討要請

提案主体からの意見

提案
主体
意見
その
他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

各府省庁からの回答
に対する構造改革特
区推進室からの再々

検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクト
の名称

規制の特
例事項（事
項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

119020

商店街振
興組合の
設立要件
(会員数
及び組合
員資格業
種）の緩
和

商店街振
興組合法
第６条第
１項及び
第９条

商店街振興組合の地区は小売業又
はサービス業に属する事業を営む３０
人以上が近接してその事業を営む市
の区域に属する地域でなければなら
ない（商店街振興組合法第６条第１
項）

Ｄ－１

提案内容を先方に確認したところ、商店街振興
組合法第６条に規定する小売業又はサービス業
に飲食業が含まれないとの誤解があったことか
ら設立要件の３０人を下回ると考えていたが、商
店街振興組合法では、そもそも飲食業は小売業
又はサービス業に含まれるため、現行の法令で
設立が可能。

1034010 川口市
商業振
興特区

商店街振
興組合の
設立要件
(会員数
及び組合
員資格業
種）の緩
和

商店街振興組合法第６条（商
店街振興組合の地区）及び第
９条（商店街振興組合の設
立）に規定される設立要件に
係る地区の人数及び組合員
の業種の緩和.   具体的には
小売商業又はサービス業に属
する事業を営む３０人以上を１
５人以上とし、また総組合員
の２分の１以上が小売商業又
はサービス業に属する事業を
営む者に飲食店を含むように
緩和する。

小売商業又はサービス業に属
する事業を営む３０人以上を１
５人以上とし、また総組合員
の２分の１以上が小売商業又
はサービス業に属する事業を
営む者に飲食店を含むように
緩和することで、少数の商業
者の商店街や飲食店・各種
チェーン店の事業者が組合員
として参画し、法人化が可能と
なり、商店街の主体的活動の
促進、街づくりのための地域
環境の整備改善が図られる。

119030

商工会の
旅行事業
に対する
商工会法
の緩和

商工会法
第３条及
び第１１
条

商工会法第３条において、「商工会
は、その地区内における商工業の総
合的な改善発達を図り、あわせて社
会一般の福祉の増進に資することを
目的とする。」とされている。また、同
法第１１条において、商工会が行う事
業が限定列挙されている。

Ｄ－１

商工会が旅行業を行うことについては、商工会
法第３条において規定されている商工会の目的
を達成するために行う事業の範囲内であれば、
同法第１１条第１０号後段に規定されている「そ
の他商工会の目的を達成するために必要な事
業を行うこと。」により、可能と考える。また、商工
会が行う旅行業に係る個別具体的な業務の範
囲及び内容については、監督官庁である都道府
県において、同法第３条の目的に照らし、個別
に判断されるものと考える。

1116020

兵庫
県、篠
山市、
柏原
町、氷
上町、
青垣
町、春
日町、
山南
町、市
島町

たんば
ツーリ
ズム特
区

商工会の
旅行事業
に対する
商工会法
の緩和

身近に旅行業者が少なく、公
共交通機関の利用が困難な
郡部において、商工会が住民
等の旅行需要を喚起し、ま
た、他地域からの観光客誘致
のための旅行事業を行い、地
域経済の活性化と他地域との
交流を促進する。この商工会
の旅行業務について、商工会
法第１１条の緩和を行う。

【実施内容】商工会が旅行事
業を実施し、丹波地域外への
旅行については、地元等の旅
行業者への紹介を行う。併せ
て、地域経済活性化のため、
他地域から交流・体験型観光
を実施し、観光客を誘致する。
【効果】旅行需要の喚起が図
られるとともに、他地域からの
観光客を誘致し、地域経済の
活性化と他地域住民との交流
が図られる。
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